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平成１９年１０月２９日

防 衛 省

海上自衛隊補給艦から米補給艦への給油量取り違え事案について

（中間報告）

１ 事案発覚の経緯

平成１９年９月２０日、民間団体から平成１５年２月２５日における海上自

衛隊（以下「海自」という。）補給艦「ときわ」から米補給艦「ペコス」等へ

の給油量に関しての指摘がなされたことを踏まえ、防衛省内で事実関係の確認

を行ったところ、当時、現地から送付されてきた給油量に関するデータを海上

幕僚監部（以下「海幕」という。）において集計する作業を行った際に、担当

者が米補給艦「ペコス」への給油量を、同じ日に給油した他艦艇（米駆逐艦

「ポール・ハミルトン」）への給油量と取り違えて数字を入力していたことが

判明した。

２ 事案の概要

本事案は、４年以上前に生起したものであり、当事者の記憶に不確かな部分

があるなどの事情があるものの、現在までに把握した事実関係は概ね次のとお

りである。（組織名及び役職は当時のもの。）

（１）給油量の入力ミスについて

ア 平成１５年２月２６日未明、インド洋方面派遣部隊・派遣海上支援部隊

指揮官から海上幕僚長等に宛てて、平成１５年２月２５日に、海自補給艦

「ときわ」が米補給艦「ペコス」に「３，０００ＫＬ」を、他艦艇（米駆

［資料１］
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逐艦「ポール・ハミルトン」）に「８１２ＫＬ」を給油した旨が記載され

た「行動報告」（電報） がなされ、海幕防衛部運用課（以下［資料１］

「海幕運用課」という。）及び海幕装備部需品課（以下「海幕需品課」と

いう。）がこの電報を受領した。

また、海自補給艦「ときわ」艦長から海上幕僚長等に宛てて、当該給油

に関わる受領証の写しが添付された「提供実施（報告）」（電子メール）

も送信されており、海幕運用課及び海幕需品課がこの電子メー［資料２］

ルを受領した。

イ 「行動報告」（電報） に基づき、海幕運用課オペレーション［資料１］

・ルームでは、毎日、当直が海幕防衛部長に対する報告資料として「テロ

［資対策特別措置法に基づく対応措置としての協力支援活動等実施記録」

を作成している。料３］

また、「提供実施（報告）」（電子メール） に基づき、海幕［資料２］

需品課では、課内の業務用資料として、燃料の譲与実績を累計した資料

（「艦艇用燃料譲与実績」） を、パソコンソフトを用いて作成［資料４］

している。

ウ これらの資料には、平成１５年２月２５日における海自補給艦「とき

わ」から米補給艦「ペコス」への給油量は正しく記入されていることが確

認された。

エ 一方、海幕運用課オペレーション・ルームでは、「テロ対策特別措置法

に基づく対応措置としての協力支援活動等実施記録」 のほか［資料３］

に、「行動報告」（電報） に基づき、オペレーション・ルーム［資料１］

内の業務用基礎資料として、パソコンソフトを用いて給油量の集計表

（「テロ特措法に係る協力支援活動実績（補給・輸送実績）」。以下「集

計表」という。） を作成しており、この集計表 は必［資料５］ ［資料５］
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要に応じて更新し保存されている。

［資オ しかしながら、平成１５年２月２５日の給油量が記載された集計表

には、米補給艦「ペコス」に「８１２ＫＬ」、米駆逐艦「ポール・料５］

ハミルトン」に「３，０００ＫＬ」と取り違えて入力されていることが確

認された。

集計表 に給油量を取り違えて入力したのは、平成１５年２月［資料５］

２６日頃（正確な入力日時は記録されていない。）の海幕運用課オペレー

ション・ルームの勤務員であった幹部自衛官７名（Ａ２等海佐、Ｂ３等海

佐、Ｃ１等海尉、Ｄ１等海尉、Ｅ１等海尉、Ｆ１等海尉及びＧ２等海尉）

のうちのいずれかであると推定される。しかし、当該勤務員から聴取した

が、入力者を特定することはできなかった。

（２）マシュー・Ｇ・モフィット司令官の発言を受けた対応について

ア 平成１５年５月６日の報道 によれば、米空母「キティーホー［資料６］

ク」を含む米海軍第５空母群のマシュー・Ｇ・モフィット司令官は、米海

軍横須賀基地での記者会見において「我々は海上自衛隊から米軍の補給艦

を経由して間接的に計約８０万ガロンの燃料補給を受けた。日本政府の協

力に感謝する。」と述べたとされている。

イ 平成１５年５月８日、海幕防衛部防衛課長Ｈ１等海佐（以下「海幕防衛

課長」という。）は、モフィット司令官の発言に係る報道に対応するた

め、対外応答要領（特定されていない。）を海幕防衛課員（特定されてい

ない。）に作成させた。

海幕防衛課長が当該対外応答要領の作成を命じた海幕防衛課員が特定さ

れていないため、対外応答要領を作成する際、誰がどの資料を用いて米補

給艦「ペコス」への給油量を約２０万ガロンと認識したのかは明らかでは
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［資料ないが、当時の海幕防衛課のファイルには、メモ書きのある集計表

が綴じ込まれていた状況から判断すれば、海幕防衛課内において、メ７］

モ書きのある集計表 に記載された、海自補給艦「ときわ」から［資料７］

米補給艦「ペコス」への給油量を誤って示す「８１２ＫＬ」というデータ

を使って、当該対外応答要領に海自から米補給艦への給油量は約２０万ガ

ロンであると誤って記載したものと推定される。

ウ 海幕防衛課長は、平成１５年５月８日の午後、海自補給艦「ときわ」か

ら米補給艦「ペコス」への給油量は約２０万ガロンであるという内容を、

統合幕僚会議議長の記者会見前に同議長に対し説明した。

エ 平成１５年５月８日、１４時３０分頃、統合幕僚会議議長は、記者会見

において、記者からの質問に答え、「（前略）２月２５日にキ［資料８］

ティーホークが米国の補給艦から８０万ガロンを受給しています。そのこ

との前になりますが、同日に海上自衛隊から同補給艦（注：米補給艦「ペ

コス」）に約２０万ガロンの補給を実施しています。（中略）キティーホ

ークが海上自衛隊から受けた油をイラク作戦で使用されたことはなかった

と、ご理解いただきたいと思います。」と給油量を誤って説明した。

オ 平成１５年５月８日、１７時頃、海幕防衛課長は、統合幕僚会議議長の

記者会見を受けて、防衛庁内において記者ブリーフィング を実［資料９］

施し、「海上自衛隊の補給艦が同日（注：平成１５年２月２５日）米補給

艦に２０万ガロンの給油を行ったことは、既に統幕議長が述べたとおりで

す。」と説明した。

（注） の文書と の文書は同じ集計表の同一頁である。 の文書の右肩に「９／資料５ 資料７ 資料５

１２」とあるのは、この表が「全部で１２頁ある表の９頁」であることを意味している。一

方、 の文書は、右肩に「９／１１」とあり、これは「全部で１１頁ある表の９頁」を資料７

示している。両資料で総頁数が異なるのは、 がプリントアウトされ、他資料とともに資料７

綴られた時点（平成１５年５月８日頃）では、総頁数が１１頁であったが、その後データが
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追加され、最終的にはこの資料は、総頁数１２頁の資料となったためである。なお、この集

計表は、平成１５年５月２２日現在の形でコンピューター内に保管されており、 は、資料５

この保管されている表を平成１９年１０月の時点でプリントアウトしたため、総頁数が１２

頁となっているものである。

（３）給油量の誤りを認識したことについて

［資ア 平成１５年５月９日、海幕需品課燃料班長Ｊ２等海佐は、新聞報道

で、海自補給艦「ときわ」から米補給艦「ペコス」へ補給された料１０］

燃料が約２０万ガロンとされていたため、その内容に誤りがあることに気

付き、同日、海幕防衛課（人物は特定できない。）に、その旨を指摘し

た。

イ その指摘を受けて、海幕防衛課長は、海幕防衛課員ら（海幕防衛課防衛

班先任Ｋ１等海佐等数名の者がいたと考えられるが特定されていない。）

と検討した結果、既に統合幕僚会議議長が平成１５年５月８日の記者会見

で海自補給艦「ときわ」から米補給艦「ペコス」への給油量は約２０万ガ

ロンである旨を述べていること、日本側からの確認に対する平成１５年５

月７日付けのリチャード・Ａ・クリステンセン 在京米国大使館公使から

守屋武昌 防衛庁防衛局長宛の書簡 で「海自から米海軍に提［資料１１］

供される燃料が、これまでも、今後もテロ特措法の趣旨と目的に反して使

用されることはない。」旨の回答を得ていたこと、米空母「キティーホー

ク」への間接給油問題が沈静化しつつあったため、米補給艦「ペコス」へ

の給油量が例え８０万ガロンであっても米空母「キティーホーク」が不朽

の自由作戦従事中に当該燃料を完全に消費することは確実であり、米海軍

が目的外の使用をすることはできないだろうと判断したこと、給油量が間

違っていた件は、本質的な誤りではなく、この時期に事務的な数字の誤り

の訂正のみをするまでのことはないという結論に至ったこと、さらに、燃
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料に関する報告について海幕防衛課は直接関与することとなっておらず、

海幕防衛部内では海幕運用課系統で、海幕装備部内では海幕需品課系統で

報告されることとなっていたため、訂正はそれらの系統で行われるべきも

のと認識していたことから、上司への報告や内局への報告を行わず、当該

誤りに係る訂正の措置をとらなかった。

ウ 統合幕僚会議議長、海上幕僚長、海上幕僚副長、海幕防衛部長及び海幕

装備部長は、本件給油量の誤りを認識していなかった。

（４）内部部局における給油量に関する国会答弁資料等の作成について

ア 防衛局防衛政策課は、平成１５年５月８日の統合幕僚会議議長の記者会

見で同議長が述べた給油量の数値を基にして、以後の防衛庁としての対外

応答要領 を作成した。［資料１２］

問１については、長官官房文書課、運用局運用企画課、運用局運用課及

び海幕防衛課と、問２については、長官官房文書課、運用局運用企画課、

運用局運用課及び管理局装備企画課と調整が行われた。

イ 他方、内部部局関係課（管理局装備企画課及び管理局艦船武器課需品

室）の担当者は、本件海自補給艦「ときわ」から米補給艦「ペコス」への

給油量に関する正しい数値が記載された資料を海幕から受領していたが、

平成１５年５月８日の統合幕僚会議議長の記者会見で述べられた数値が誤

りであることを認識することはなかった。

ウ 具体的には、管理局装備企画課の担当者は、平成１５年３月１１日に、

海幕装備部装備課から正しい給油量を記載した海上幕僚長から防衛庁長官

宛ての「テロ対策特別措置法に基づく物品の提供実施について（報告）

（海幕装備第１３７１号。１５．３．１０）」 を受領し、物［資料１３］

品管理上の記録としてファイルに保管した。当該文書は、管理局装備企画
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課における対外応答要領の担当者により参照されることはなかったとみら

れる。

また、管理局艦船武器課需品室の担当者は、予算執行管理の観点から月

毎の給油量や所要経費を集計した資料 を作成するため、海幕［資料１４］

需品課から、正しい給油実施日や正しい給油量等が記載された予算関連資

料を受領していたとみられる。しかしながら、当該担当者は個別の艦艇へ

の給油量の一々に着目して当該資料を取り扱うことはなく、また、当該資

料が管理局艦船武器課需品室における対外応答要領の担当者により参照さ

れることはなかったとみられる。

エ 平成１５年５月８日の統合幕僚会議議長の記者会見を受けて、防衛庁と

しての対外応答要領 問１の作成に当たっては、管理局装備企［資料１２］

画課及び管理局艦船武器課需品室には合議がなされていなかった。
あいぎ

また、管理局艦船武器課需品室においては、平成１５年５月１６日の衆

議院安全保障委員会での今川正美議員からの「海自が補給を行った２０万

ガロンの燃料の種類は艦船用か航空機用か。」との質問に対する答弁資料

の作成にあたり、運用局運用課から合議を受けていたが、艦［資料１５］

船用燃料の航空機燃料への転用の可能性に着目して当該合議に対応したこ

ともあり、「２０万ガロン」という数値の誤りについて認識することはな

かった。

以上のことから、管理局装備企画課及び管理局艦船武器課需品室におい

ては、その後、民間団体に指摘されるまで、本件給油量の誤りを認識する

には至らなかった。

オ 防衛事務次官、防衛局長、運用局長及び関係する幹部は、本件給油量の

誤りを認識していなかった。

カ 以上に述べた事情により、福田内閣官房長官が平成１５年５月９日の記
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者会見 において、石破防衛庁長官が平成１５年５月１５日の［資料１６］

参議院外交防衛委員会 において、平成１５年５月８日に作成［資料１７］

された防衛庁としての対外応答要領の答弁ラインに沿って、海自補給艦

（「ときわ」）から米補給艦（「ペコス」）への給油量は誤った数字であ

る「約２０万ガロン」である旨の説明をすることとなった。

３ 事案の問題点

本事案の発端は、事務的な数字の入力ミスであるが、その後、海幕防衛課長

らは、重大な情報の取り違えに気付いたにもかかわらず、上司や内部部局への

適切な報告や訂正の措置をとらなかったもので、これは防衛省・自衛隊の事務

処理のあり方に対する信頼を損ねるとともに、文民統制に係る極めて重大な問

題である。

本件事務処理上の問題点については、次のとおりと考える。

（１）各担当者は、業務上の誤りを認識した場合には、上司や関係部局に報告

し、その誤りを訂正するための措置を執るべきであるところ、本件について

海幕防衛課長らは誤りを認識したにもかかわらず、上司や内部部局への報告

や誤りの訂正を一切行わなかった。

（２）内部部局及び各幕僚監部における国会答弁資料を含む対外応答要領の作成

においては、各担当者がその根拠資料等について自ら精査し、さらに、関係

者が改めて点検すること等の確認作業の仕組みが確立されておらず、その結

果、国会答弁資料の作成に当たり、誤りの数字が確認されないまま用いられ

た。

４ 再発防止策

このような問題点を踏まえ、今後、かかる誤りを二度と繰り返すことがない
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ように、次のとおり再発防止策を講じる。

（１）国会答弁資料をはじめとする重要な業務用資料の作成に関しては、関係部

局複数の者による確実な点検を実施するため、内部部局及び各幕僚監部にお

ける関係部局が必ず相互に確認し合う仕組みを確立する。

（２）業務上の問題点を認識した場合には、必ず上司へ報告する。

（３）平成１９年１０月２２日付けで設置された防衛大臣を委員長とする「文民

統制の徹底を図るための抜本的対策検討委員会」において、文民統制の徹底

を図るため、中長期的観点から、組織改革をも含む抜本的改革案を検討し、

本年度末までにこれをとりまとめ、所要の措置を講じる。

５ 今後の予定

今後も引き続き必要な調査を行うとともに、早急に厳正な処分を行い、公表

する予定である。
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「あさゆき事案」をはじめとする情報流出事案について

１ 護衛艦「あさゆき」情報流出事案

当事者（海曹長）は、平成１７年１月頃から約１年間にわたり、利便性及び職務上

の知識技能向上等のため、海上自衛隊の訓練、通信に関する秘密情報を含む業務用デ

ータを可搬記憶媒体により無許可で艦内から持ち出し、自宅パソコンに保存。当該パ

ソコンにおいてファイル共有ソフトを使用し、これがコンピューターウィルスに感染

した結果、当該データが流出。平成１８年２月、流出を確認。

処分等については、流出当事者「停職３０日 、関係者（あさゆき前艦長 「減給１」 ）

月１／１５」等

２ その他の情報流出事案

(1) 自衛隊病院情報流出事案

当事者（３等空佐）は、平成１６年６月から平成１７年６月までの間、データのバ

ックアップのため、数回にわたり、５９名の個人情報が記載された業務用データを可

搬記憶媒体等により無許可で持ち出し、自宅パソコンに保存。当該パソコンにおいて

ファイル共有ソフトを使用し、これがコンピューターウィルスに感染した結果、当該

データが流出。平成１７年９月、流出を確認。

処分等については、流出当事者「減給２月１／６ 、関係者（部長 「訓戒」等。」 ）

(2) 輸送艦「おおすみ」情報流出事案

当事者（３等海曹）は、平成１５年２月、艦内において私有ノートパソコンで作成

していた資料に、秘密事項でないと誤認識して通信に関する秘密情報を記載し、ハー

ドディスクに保存。平成１６年１２月、当該パソコンが不調をきたしたことから、再

セットアップのため、当該パソコンを無許可で艦内から持ち出し、自宅の別のパソコ

ンに当該秘密情報を含む業務用データを保存。当該パソコンにおいてファイル共有ソ

フトを使用し、これがコンピューターウィルスに感染した結果、当該データが流出。

平成１７年１２月、流出を確認。

、 「 」、 （ ）「 」 。処分等については 流出当事者 停職６日 関係者 おおすみ前艦長 訓戒 等

(3) 第４化学防護隊情報流出事案

当事者（２等陸曹）は、平成１７年７月から８月頃までの間、職務上の知識向上の

ため、職場の官品パソコンで作成した教育訓練等に関する業務用データを可搬記憶媒

体により無許可で持ち出し、自宅の私有パソコンに保存。当該パソコンにおいて家族

［資料２］
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がファイル共有ソフトを使用し、これがコンピュータウィルスに感染した結果、当該

データが流出。平成１８年２月、流出を確認。

、 「 」、 （ ）「 」 。処分等については 流出当事者 減給１月１／３０ 関係者 前隊長 注意 等

(4) 佐世保造修補給所（契約本部長崎支部）情報流出事案

当事者（１等海尉）は、平成１５年１０月（当時：佐世保造修補給所所属）から平

成１６年１０月頃までの間、将来の業務の参考とするため、数回にわたり、海上自衛

、隊の定期・年次検査等に関する業務用データを可搬記憶媒体により無許可で持ち出し

自宅の私有パソコンに保存。当該パソコンにおいてファイル共有ソフトを使用し、こ

れがコンピュータウィルスに感染した結果、当該データが流出。平成１８年２月、流

出を確認。

処分等については、流出当事者「注意 、関係者（前艦船部長 「口頭注意」等。」 ）

(5) 第７空団情報流出事案

当事者（２等空尉）は、平成１６年７月、自己の業務に関わる勉強のため、教育等

に関する業務用データを可搬記憶媒体により無許可で持ち出すなどし、自宅の私有パ

ソコンに保存。当該パソコンにおいてファイル共有ソフトを使用し、これがコンピュ

ータウィルスに感染した結果、当該データが流出。平成１８年２月、流出を確認。

、 「 」、 （ ）「 」処分等については 流出当事者 注意 関係者 前第３０５飛行隊長 口頭注意

等。

(6) 第１４旅団情報流出事案

当事者（３等陸曹）は、職場以外の私有パソコンで業務用データの取扱いが禁止さ

れていたにもかかわらず、これを継続し、当該パソコンにおいてファイル共有ソフト

を使用し、これがコンピュータウィルスに感染した結果、当該データが流出。平成１

８年８月、流出を確認。

処分等については、流出当事者「減給２月１／５ 、関係者（中隊長 「戒告」等。」 ）

(7) 第８３航空隊情報流出事案

当事者（２等空尉）は、職場以外の私有パソコンで業務用データの取扱いが禁止さ

れていたにもかかわらず、これを継続し、当該パソコンにおいてファイル共有ソフト

を使用し、これがコンピュータウイルスに感染した結果、取得した音楽・映像等のデ

ータを私有の外付けハードディスクに保存するため、当該パソコンと当該外付けハー

ドディスクを接続したところ、当該外付けハードディスクに保存されていた業務用デ

ータが流出。平成１８年１１月、流出を確認。
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２０.３.２１

防 衛 省

イージスシステムに係る特別防衛秘密流出事案について

１ はじめに

（１）経緯

、 、 （ ）平成１９年１月２０日 神奈川県警察が 海上自衛隊第１護衛隊群 横須賀

所属の護衛艦「しらね」の乗組員である２等海曹Ａ（以下、階級は２０年３月

１日現在のもの ）の自宅を妻の「出入国管理及び難民認定法」違反の容疑で。

捜索したところ、秘密の疑いのある情報を記録した外付ＨＤが発見された。

秘密の取扱いに係る法令違反の疑いがあることから、神奈川県警察は捜査を

進め、１９年４月４日からは、神奈川県警察と海上自衛隊警務隊が協力して捜

査を実施した。その結果、同年１２月１３日、１４年当時海上自衛隊艦艇開発

隊（横須賀）に所属していた３等海佐Ｂがイージスシステムに係る特別防衛秘

密を漏えいした容疑で逮捕（１９年１２月２８日起訴）されるとともに、同月

２５日までに、自衛官４名（３等海佐Ｃ、１等海尉Ｄ、２等海曹Ｅ及び海士長

Ｆ）が書類送致（２０年１月１１日起訴猶予）された。

（２）調査の実施

海上自衛隊においては、神奈川県警察と海上自衛隊警務隊が協力して捜査を

行うこととなった平成１９年４月４日、海上幕僚監部に海上幕僚副長を長とす

る調査委員会を設置し、捜査に配意しつつ、事案の全容の解明に向け調査を実

施してきたところである。

これまでの調査においては、３等海佐Ｂから２等海曹Ａまでのイージスシス

テムに係る特別防衛秘密流出の経緯及びそれ以外の者への流出の有無について

明らかにするため、隊員への聞き取り調査や隊員が保有する私有ＰＣに保存さ

れているデータの確認・分析等を実施した。

以下は、現時点までに調査が終了した事項についてとりまとめたものを報告

するものである。

［資料３］
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２ 調査結果

（１）プログラム業務隊関連

ア 流出した資料の作成

イージスシステム等のプログラムの作成、維持管理等を担当する部隊であ

（ ） 、ったプログラム業務隊 横須賀 のプログラム第２科に勤務する３等海佐Ｇ

３等海佐Ｈ、３等海佐Ｉは、平成９年頃から１２年頃までにかけて、同部隊

への新着任者の教育に使用する目的で、米国留学中に得たイージスシステム

の性能等に関する知識や米国から供与された文書等を参考に 「イージス概、

要」と題するパワーポイント資料等の教育用資料を作成した。

これら資料の中には、日米相互防衛援助協定等に基づき米国から供与され

た装備品等の性能等についての情報が含まれていたことから 「日米相互防、

衛援助協定等に伴う秘密保護法」に規定する特別防衛秘密（以下「特別防衛

秘密」という ）に該当するものがあったが、特別防衛秘密としての登録は。

行われないなど不適切に取り扱われた。

当該資料は、立入禁止区画であるプログラム業務隊プログラム第２科に置

かれた官品ＰＣに保存されていたが、１４年３月、プログラム業務隊が廃止

され、新たに艦艇開発隊がイージスシステム担当部隊となったことから、同

隊開発部艦艇第２科へ引き継がれた。

イ 流出の経緯

（ア）３等海佐Ｂから３等海佐Ｃへの流出

艦艇開発隊開発部艦艇第２科に勤務していた３等海佐Ｂ及び第１術科学

校（江田島。以下「１術校」という ）砲術科に勤務していた３等海佐Ｃ。

は、平成１４年５月から７月までの間 「イージスシステム幹部課程」履、

修のため米国へ留学することとなった。留学に先立ち、３等海佐Ｂは、上

司である３等海佐Ｉから「イージス概要」と題する資料等を用いて教育を

受けた。

３等海佐Ｂは、留学中の参考とするため、当該資料をＳＤカードにコピ

ーして自宅に持ち帰り、私有ＰＣにコピーした。当該ＳＤカード内のデー

タは、その後削除された。

３等海佐Ｂは、留学から帰国後、艦艇開発隊においてイージスシステム

の担当とならなかったことから日常的にはイージスシステムに係る特別防

衛秘密にアクセスすることはなかったものの、業務上の必要から当該秘密
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にアクセスすることを認められていた。また、３等海佐Ｃは、１術校にお

いて 「イージスシステムの概要」という教務を担当することとなった。、

１４年８月頃、３等海佐Ｃは、この教務で使用する教育用資料を作成す

るため、３等海佐Ｂに参考となる資料を送付するよう依頼した。

３等海佐Ｂは、ともに留学しイージスシステムに係る教育を受けた者か

らの依頼であり、特別防衛秘密を含む資料を提供しても問題ないと誤って

考え、上司である３等海佐Ｉに送付の了解を求めた。

３等海佐Ｉは、送付される資料は留学時の成果をまとめたものであり留

学中に得た知識を留学生同士で共有することは特に問題ないと考え、内容

を確認することなく、送付を了解した。

３等海佐Ｂは、特別防衛秘密を送付するために必要な手続きを行うこと

なく、官品ＰＣに保存されていた「イージス概要」と題する資料を含む教

育用資料（以下「イージス資料」という ）をＣＤにコピーし、３等海佐。

Ｃに送付した。

３等海佐Ｃは、当該ＣＤを受領して砲術科教官室内で保管した。

（イ）３等海佐Ｃから１等海尉Ｄへの流出

平成１４年１０月、砲術科教官であった１等海尉Ｄは、イージスシステ

ムに関する知識がないため、担当するイージスシステムに関する教育をど

のように実施すべきか３等海佐Ｃに相談した。３等海佐Ｃは、３等海佐Ｂ

から送付された「イージス概要」と題する資料が参考になると考え、１等

海尉Ｄに当該資料を記録するＣＤを貸し出し、私有ＰＣを用いて閲覧させ

た。

１等海尉Ｄは、資料を勉強したいと考え、３等海佐Ｃが他の業務のため

に一時的にその場を離れた間に、イージス資料を私有ＰＣにコピーし、そ

の後、当該資料をＣＤにコピーした。

３等海佐Ｃは、返却されたＣＤを他の教官にコピーさせることなく、１

術校からの転出時に破棄した。

（ウ）１等海尉Ｄから２等海曹Ｅへの流出

「 」 、 、平成１５年９月に護衛艦 しまかぜ に転出した１等海尉Ｄは その際

イージス資料を記録したＣＤを艦内に持ち込んだ。

１６年２月末頃、１等海尉Ｄは、同艦乗組みの２等海曹Ｅが近く１術校
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「海曹射管課程」に入校予定であることを聞いたことから、今後の勤務の

参考に、イージス資料を別のＣＤにコピーした上で、２等海曹Ｅに手渡し

た。２等海曹Ｅは 「しまかぜ」艦内でＣＤのデータを私有ＰＣにコピー、

した。

１等海尉Ｄは、１７年３月に「しまかぜ」から転出するまでに、私有Ｐ

Ｃ内のデータを削除したが、当該資料を記録したＣＤは、その後も自宅で

保有していた。

（エ）２等海曹Ｅから海士長Ｆへの流出

平成１６年３月に１術校「海曹射管課程」に入校した２等海曹Ｅは、そ

の際、イージス資料を記録したＣＤ及び私有ＰＣを１術校に持ち込んだ。

同年６月頃、２等海曹Ｅは 「海士射管課程」に入校し居住区が同じで、

、 、あった海士長Ｆから 今後の勤務の参考となる資料を求められたことから

イージス資料をＣＤにコピーし、同居住区において、海士長Ｆに貸し出し

た。海士長Ｆは、私有ＰＣを使用して当該ＣＤに記録されたイージス資料

を外付ＨＤにコピーした。

２等海曹Ｅは、１８年２月の護衛艦「あさゆき」におけるインターネッ

ト上への情報流出事案（以下 「あさゆき事案」という ）を契機に、Ｃ、 。

Ｄ及び私有ＰＣ内のデータを削除した。

（オ）海士長Ｆから２等海曹Ａへの流出

平成１６年８月に護衛艦「はつゆき」に転出した海士長Ｆは、その際、

外付ＨＤを同艦に持ち込んだ。

１７年２月頃、海士長Ｆは、居住区が同じであった２等海曹Ａから、海

士長Ｆの外付ＨＤ内の動画や画像のデータのコピーを希望されたことか

ら、２等海曹Ａに外付ＨＤを貸し出した。

２等海曹Ａは、艦内において、海士長Ｆの外付ＨＤのデータを私有ＰＣ

及び外付ＨＤにコピーし、その後、私有ＰＣ内のデータを削除した。

海士長Ｆは 「はつゆき」退艦直前の１８年１０月頃、外付ＨＤ内のデ、

ータをＤＶＤにコピーし、外付ＨＤ内のデータを削除した。また、ＤＶＤ

は、同月末頃、破棄した。
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（カ）２等海曹Ａの外付ＨＤの取扱い

２等海曹Ａは、平成１８年２月の「あさゆき事案」を契機として外付Ｈ

Ｄを自宅で保有していたところ、１９年１月２０日、神奈川県警察に当該

外付ＨＤが押収され、本事案が発覚した。

（２）第１術科学校関連

ア 第１術科学校における特別防衛秘密の取扱い

１術校においては、平成１２年８月から「イージスシステムの概要」を含

む「誘導武器システム」という教務が開始された。

この教務においては、イージスシステムに係る特別防衛秘密を用いること

とはされていなかったにもかかわらず、個々の教官の判断により、それを用

いた教育が事実上行われていた。

特に、１１年８月から１２年１２月にかけて砲術科教官（射撃班長）とし

てイージスシステムの教育を担当していた２等海佐Ｊは 「イージスシステ、

ム幹部課程」履修のため１１年９月から１２月まで米国留学した際に習得し

た知識を利用して、１２年８月頃、イージスシステムに係る特別防衛秘密に

該当する「誘導武器システム」と題するパワーポイント資料を作成した。

当該資料は、特別防衛秘密に該当するものであったが、特別防衛秘密とし

、 、て登録を行うなどの管理が行われず １２年１２月の２等海佐Ｊの転出後は

ＭＯに記録され、歴代教官（射撃班長）５名（１等海尉K1、３等海佐K2、１

等海尉K3、２等海佐K4及び３等海佐K5）に引き継がれた。また、１３年８月

から１５年９月まで砲術科教官であった１等海尉Ｄ及び１４年３月から１５

年７月まで同教官であった３等海佐Ｃにも当該資料が渡された。

２等海佐Ｊは、１７年１月、護衛艦「きりしま」に転出した際、当該資料

をＭＯに記録して同艦に持ち込んだが、同年３月頃、削除した。

イ 資料の流出

イージス資料又は「誘導武器システム」と題する資料は、次の課程におい

ても学生に流出していたことが判明した。

（ア）第１４０２期幹部中級一般課程

平成１５年３月頃 「第１４０２期幹部中級一般課程」担当教官であっ、

た１等海尉Ｄは、同課程学生であった３等海佐Ｌに艦艇武器について質問
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されたことから 「誘導武器システム」と題する資料の一部を３等海佐Ｌ、

の私有ＵＳＢメモリにコピーした。

、 、 、その後 ３等海佐Ｌは 当該資料を外付ＨＤにコピーして自宅で保有し

当該ＵＳＢメモリ内のデータを削除した。

（イ）第１４０３期幹部任務射撃課程

平成１５年１月 「第１４０３期幹部任務射撃課程」担当教官であった、

１等海尉Ｄは、同課程学生であった１等海尉Ｍに、教育参考資料として、

イージス資料 「誘導武器システム」と題する資料等を記録したＣＤを貸、

し出した。１等海尉Ｍは、これを私有ＰＣにコピーするとともに、同期学

生であった１等海尉Ｎに手渡し、１等海尉Ｎは、私有ＰＣ、ＣＤ及び外付

ＨＤにコピーした。

、 、 、 、１等海尉Ｍは １５年頃 私有ＰＣ内のデータを削除し １等海尉Ｎは

１８年２月の「あさゆき事案」を契機に、私有ＰＣ、ＣＤ及び外付ＨＤ内

のデータを削除した。

（ウ）第１５０１期幹部任務射撃課程

平成１５年４月 「第１５０１期幹部任務射撃課程」担当教官（射管班、

長）であった３等海佐Ｃは、イージス資料に含まれる「イージス概要」と

、 「 」題するパワーポイント資料に一部変更を加え 新たに イージスシステム

と題するパワーポイント資料を作成した。

同年５月頃、３等海佐Ｃは、資料の一部を同課程の教務で使用したとこ

ろ、同課程の学生であった２等海尉Ｏは、休憩時間中に当該資料を私有Ｕ

ＳＢメモリにコピーした。

２等海尉Ｏは、その後、同資料を他の参考資料とまとめてＣＤにコピー

し、希望する同期学生４名（２等海尉P1、２等海尉P2、３等海佐P3及び２

等海尉P4）に配布した。

このうち２等海尉Ｏ、２等海尉P1及び２等海尉P2は、１８年２月の「あ

さゆき」事案を契機に当該資料を削除したが、３等海佐P3及び２等海尉P4

はその後も自宅で保有した。

また、３等海佐Ｃは 「イージスシステム」と題する資料をＭＯに記録、

し、後任の歴代教官（射管班長）２名（３等海佐Q1及び３等海佐Q2）に引

き継いだ。
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（エ）第１５０１期幹部中級射撃課程

「第１５０１期幹部中級射撃課程」学生であった３等海佐Ｒは、入校期

間中の平成１５年８月から１６年７月までの間、過去にプログラム業務隊

での勤務経験があったことから、教官を補佐してイージスシステムに係る

教務を実施した その際 ３等海佐Ｒは 教官であった３等海佐K2から 誘。 、 、 「

導武器システム」と題する資料を記録したＭＯを借り受け、当該資料の一

部を私有ＰＣにコピーしたが、その後削除した。

（オ）第１６０１期海曹射管課程及び第１６０１期海士射管課程

「第１６０１期海曹射管課程」学生であった２等海曹Ｅは、平成１６年

６月頃、１等海尉Ｄから入手したイージス資料をＣＤにコピーして 「第、

１６０１期海曹射管課程 に入校していた同期学生のうち希望した２名 １」 （

等海曹S1及び２等海曹S2）及び「第１６０１期海士射管課程」に入校して

いた同期学生のうち希望した３等海曹Ｔに配布した。

また、同時期 「第１６０１期海士射管課程」に入校中の海士長Ｆは、、

２等海曹Ｅから入手したイージス資料を同期学生であった海士長Ｕの私有

ＵＳＢメモリにコピーした。

資料を受領した学生は、１８年２月の「あさゆき事案」等を契機にデー

タを削除した。

（カ）第１７０１期幹部中級船務課程

「第１７０１期幹部中級船務課程」学生であった３等海佐Ｖは、平成１

７年８月から１８年７月までの間、過去にプログラム業務隊での勤務経験

があったことから、教官を補佐してイージスシステムに係る教務を実施し

た。その際、３等海佐Ｖは 「イージスシステム」と題する資料を保存し、

たＭＯを借り受け、当該資料に変更を加えた上で私有ＰＣに保存したが、

その後削除した。

（キ）第１７０１期海曹射管課程等

「第１７０１期海曹射管課程」学生であった３等海尉Ｗは、平成１７年

５～７月頃 「誘導武器システム」と題する資料を入手した。、

その後、３等海尉Ｗは、１８年５月頃、第１輸送隊（呉）で同僚だった
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海曹長Ｘが幹部候補生学校（江田島）に入校することとなったことから、

教育の参考として、海曹長Ｘに当該資料を記録したＤＶＤを譲り渡した。

海曹長Ｘは、当該ＤＶＤを職場で保有した。

（３）その他

上記以外にも次の事案が判明した。

ア ３等海佐Ｇから１等海尉Ｙへの流出

３等海佐Ｇは、平成１２年３月、プログラム業務隊から護衛艦「みょうこ

う」に転出する際、今後の業務の参考とするため、プログラム業務隊で使用

していたイージス資料及びこれに一部修正を加えたパワーポイント資料を保

存した私有ＰＣを同艦に持ち込み、資料の一部を士官室の官品ＰＣにコピー

した。

１３年３月、３等海佐Ｇは、官品ＰＣにコピーした資料を削除することな

く 「みょうこう」から転出し、その後も、資料を保存した私有ＰＣを自宅、

で保有した。

同年３月 「みょうこう」に転入した１等海尉Ｙは、同年７月頃、士官室、

の官品ＰＣに当該資料を発見し、今後の勤務の参考とするため、私有ＰＣに

コピーして職場で保有していた。その後、１等海尉Ｙは、１８年２月の「あ

さゆき事案」を契機に、私有ＰＣを自宅に持ち帰ったが、その際、データを

削除しなかった。

イ ３等海佐Ｈによる持ち出し

プログラム業務隊に勤務していた３等海佐Ｈは、平成１３年頃、職場に官

品ＰＣが整備されたことに伴い、イージス資料及びこれに一部修正を加えた

資料を記録した私有ＰＣを自宅に持ち帰った。

その後、３等海佐Ｈは、１８年２月の「あさゆき事案」を契機に、当時勤

務していた護衛艦「いそゆき」艦内の外付ＨＤに私有ＰＣのデータをコピー

し、私有ＰＣ内のデータを削除した。

ウ １等海尉Ｄから１等海曹Ｚへの流出

平成１５年９月、護衛艦「しまかぜ」に転出した１等海尉Ｄは、同年１１

月頃、同艦乗組員である１等海曹Ｚから、業務上参考になる資料がないか相
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談され、同艦に持ち込んでいたイージス資料が記録されたＣＤを１等海曹Ｚ

に貸し出した。

１等海曹Ｚは、射撃管制室の官品ＰＣに当該資料をコピーした。

１５年１１～１２月頃、当該官品ＰＣにアクセスした射撃管制員３名（３

等海曹ａ1、３等海曹a2及び３等海曹a3）が、今後の業務の参考になると考

え、私有ＰＣに当該資料の一部をコピーした。

これらの射撃管制員は、１８年２月の「あさゆき事案」を契機に、私有Ｐ

Ｃ内のデータを削除した。

３ 問題点

（１）隊員の保全意識の欠如

関係当事者は、特に幹部を中心として、取り扱う情報が秘密と知りながら、

関係規則を遵守することなく、無許可で特別防衛秘密を複製、送付、保有する

など、自衛隊において取り扱う情報の重要性の認識や情報保全の意識が著しく

欠如していた。特に、プログラム業務隊及び艦艇開発隊においては、特別防衛

秘密を取り扱う部署であるにもかかわらず、隊員に対する規則の遵守の徹底が

なされず、無許可の特別防衛秘密の送付等秘密の不適切な取扱いがなされてい

た。

また、関係当事者の中には、秘密にアクセスする業務上の必要性について適

切に上司の判断を仰ぐことなく、教育の向上又は勤務の参考といった理由を単

独で判断し 秘密を広範に配布するなどしており Need to Know の原則 情、 、「 」（

報は知る必要のある者にのみ伝え、知る必要のない者には伝えない」という原

則）の不徹底がみられた。

さらにＰＣ等の普及や可搬記憶媒体の大容量化に伴い、膨大な量の情報を容

易に保存、コピー又は携帯することが可能となった状況下、曹士クラスを中心

とした関係当事者間において、教育用資料等の業務用データの必要性の有無を

深く考えず、又は秘密が含まれているとの認識のないまま、安易に資料を収集

し、保存する傾向にあったことも、秘密の拡散を招いた。

加えて、平成１８年４月に取りまとめられた「秘密電子計算機情報流出等再

発防止に係る抜本的対策の具体的措置 （以下 「抜本的対策」という ）の実」 、 。

施以降は私有ＰＣ等での業務用データの取扱いが禁止されたにもかかわらず、

依然として私有ＰＣ等において業務用データを保有していた者がおり 「抜本、
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的対策」が未だ全ての隊員に浸透していなかったことが明らかとなった。

（２）秘密保全態勢の不備

１術校は、イージスシステムに関する特別防衛秘密を使用して教育を行うこ

ととはされていなかったにもかかわらず、かかる教育が個々の教官の判断で事

実上行われていた。そのため、特別防衛秘密の取扱いに必要な関係規定に基づ

く秘密保全態勢が構築されず、特別防衛秘密の適切な取扱いもなされていなか

った。

また、同校砲術科教官室においては、教育用資料が砲術科内に限り使用され

ることを前提に作成され、教務内容の充実を目的として各教官が日常的に修正

等を行っていた状況の下、教育用資料が秘密を含むものであっても、秘密文書

等としての登録がなされなかった。

（３）ＰＣ等の管理態勢の不備

「抜本的対策」の実施以前の当時においては、各部隊等において使用するＰ

Ｃ及び可搬記憶媒体の管理態勢が不十分であり、業務用データの外部持出しに

対するチェックも行われていなかったなど、秘密も含め業務用データの取扱い

に問題があった。

例えば、当時の１術校においては、教官及び学生は、私有ＰＣ及び可搬記憶

媒体の教官室及び居住区への持込みを許可されていたが、転出等に伴い私有Ｐ

Ｃ等を持ち帰る際の業務用データの削除等について、確認も指導も十分になさ

れていなかった。また、教官室においてさえ、秘密を含む可搬記憶媒体が登録

もされないまま各教官の机の中で保有されていたなど、基本的な管理がなされ

ていなかった。

（４）管理者及び保全責任者の注意義務違反及び指揮監督不十分

プログラム業務隊及び艦艇開発隊においては、秘密の管理者及び保全責任者

（以下「管理者等」という ）による秘密の管理、指導が徹底されず、無許可。

の持出しや他部隊への送付を防止できなかった。

１術校においては、管理者等によるイージスシステムに関する教育用資料の

取扱い状況の把握がなされず、当該資料の不適切な取扱い及び学生への配布を

防止できなかった。

また、関係当事者が勤務していた部隊等全般にわたり、業務で使用した私有
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ＰＣ等を持ち帰る際の管理者等による確認、指導が徹底されず、隊員が秘密の

資料を不適切に取り扱っていたことを把握できなかった。

さらに、一部の部隊等においては 「抜本的対策」以降に実施した私有ＰＣ、

等の検査が徹底されず、例えば２等海曹Ａが私有ＰＣ等を保有していないとの

虚偽の申告をしたため、特別防衛秘密を自宅に保有していることを発見できな

かったなど、隊員が私有ＰＣ等に秘密の業務用データを保有していたことを把

握できなかった。

４ 事案が与えた影響

、 、本調査において 特別防衛秘密の自衛隊外への流出は確認されなかったものの

、 、イージスシステムに係る秘密情報が 海上自衛隊内において多数の隊員へ流出し

また、一部隊員はそれを自宅で保有していたなど外部流出のおそれも否定できな

い状況が存在していたことは、情報保全に係る極めて重大な問題であり、海上自

衛隊、ひいては防衛省全体としての情報保全態勢に対する国民の大きな不信を招

くとともに、日米安全保障体制や関係国との関係にも影響を及ぼしかねないもの

であった。また、自衛隊内においても、隊員の士気に多大な影響を与えることと

なった。

５ 再発防止対策

かかる事態を深刻に受け止め、情報流出の防止については、引き続き、平成１

８年４月の「抜本的対策」や本事案を受けて設置された防衛大臣を長とする「情

報流出対策会議」のもとで講じられた対策等を徹底的に推進していくとともに、

今後、官邸に設置された「防衛省改革会議」の議論を踏まえて講じられる対策も

通じ、信頼回復に全力を尽くして行く。

これまで防衛省・自衛隊が講じてきた主な情報流出防止対策（実施予定のもの

を含む ）は別紙のとおりである。また、海上自衛隊における１８年以降の新た。

な対策について、本事案の問題点ごとに整理すれば以下のとおりである。

（１）保全意識に係る対策

・ 情報セキュリティ及び秘密保全に係る教育の充実

・ 秘密保全に係る重い責任を自覚するための誓約書の提出
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・ 可搬記憶媒体による秘密情報の持出し等を防ぐための抜打ち所持品検査等

の実施

・ 情報漏えいに関する処分基準の明確化

・ 内局の課室長をチーム長とする特別行動チームの地方派遣

・ 全隊員に対する個別面談指導の実施

・ 全隊員の自宅私有ＰＣ等の業務用データの有無の確認

・ 業務用データの不正持ち出しに対する処分の厳罰化

・ 情報セキュリティ月間の設定

・ 情報保全マニュアルの作成配布による規則等の周知徹底

・ 「Need to Know」の原則を徹底するため「知る必要のある者」の範囲の更

なる明確化（今後実施予定）

（２）秘密保全態勢に係る対策

・ 海上幕僚監部による部隊等に対する秘密保全態勢の点検の計画的実施

・ １術校における教育でイージスシステムに係る特別防衛秘密を取り扱う必

要性を精査し、必要最小限の範囲で関係職員を指定するなど保全態勢の確立

・ １術校における施設の出入り、ＰＣへのアクセス等に対する個人認証によ

る管理機能の強化

（３）ＰＣ等の管理態勢に係る対策

・ 官品ＰＣの整備及び私有ＰＣの職場への持込み全面禁止

・ 私有ＰＣ及び私有可搬記憶媒体による業務用データの取扱禁止

・ 官品可搬記憶媒体の集中管理

・ 情報セキュリティに関する制度の遵守状況調査の実施

・ ファイル暗号化ソフト（強制的にファイルを暗号化）の導入

・ 特別防衛秘密を扱う部隊等の教育用ＬＡＮ等について、端末でのコピーを

不可能とするシンクライアントシステムの導入

（４）管理者等の指揮監督責任等に係る対策

・ 管理者等の階級に応じた教育の充実

・ 管理者等の責任及び処分基準の明確化
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艦船事故調査委員会による調査について

平成２０年３月２１日

防 衛 省

２月１９日に発生した護衛艦「あたご」と漁船「清徳丸」との衝突事案につい

ては、３月６日以降、海上幕僚副長を長とする艦船事故調査委員会（以下「委員

会」という ）が、衝突時及びその前の当直員を中心に「あたご」乗組員に対す。

る聴取等の調査を進めてきたところである。

委員会の「あたご」乗組員に対する聴取は、３月６日の１６時から開始し、７

日から２０日まで土日を含め毎日、おおよそ９時頃から１７時頃まで平均して調

査員約１５名の体制で実施し、３月２０日までに、約７０名に対する聴取を行っ

たところである。また、委員会は 「あたご」の機材の記録についての確認作業、

も行った。

一方、現在、当直員の一部について、海上保安庁との調整により、委員会によ

る聴取が実施できていない状況にある。

調査の対象となっているすべての乗組員に対する聴取が実施できていない状況

を前提として、現時点までに、委員会の調査により明らかになった事項は次のと

おりである。

１ 「あたご」の航行状況

「あたご」は、２月１９日１時から２時の間に約２０分間程度、手動操舵で航

行した後 、当直士官の命により自動操舵に切り替え航行していたとの供述が（注１）

Ship「あたご」乗組員から得られている（船体運動状態表示装置（ＳＭＡＣＳ：

の記録では、４時５分の時点で、針路Motion Analyzing Computer System）（注２）

３２７度（北北西の方角 、速力１０．４ノットとなっている 。） 。）

（注１）自動操舵を使用する場合は、舵を作動させる油の油温上昇をおさえるために、必要に

応じ手動操舵に切り替え、油を循環させる必要がある。

（注２ （別紙１）参照。）

２ 「あたご」の当直体制

（１）全般

、 （ ） 、 、艦橋等 ＣＩＣ 戦闘情報センター 及び機関操縦室の当直は それぞれ

［資料４］
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１１名（後部見張りを含む 、７名及び６名の計２４名を基準として構成さ）

れており、艦長の命令に基づき、当直士官が「あたご」の航行について責任

を負っている。

なお、衝突時の当直士官は水雷長であり、その前の当直士官は航海長であ

った。

衝突時の前及び衝突時の当直員の構成は次のとおり。

ア 衝突時の前の当直（以下 「前直」という （計２５名）、 。）

・艦橋等（計１２名）

当直士官（航海長 、艦橋の副直士官、信号員（３名 、） ）

見張り（左右及び後部各１名 、当直海曹、伝令、当番、操舵員）

・ＣＩＣ（計７名）

ＣＩＣ当直長、レーダ員（２名 、コンソール員（３名 、海図員） ）

・機関操縦室（計６名）

機関操縦室の副直士官、運転員長、操縦員、電源監視盤操作員、応急監視

盤操作員、保安当直員

イ 衝突時の当直（以下 「現直」という （計２４名）、 。）

・艦橋等（計１１名）

当直士官（水雷長 、艦橋の副直士官、信号員（２名 、） ）

見張り（左右及び後部各１名 、当直海曹、伝令、当番、操舵員）

・ＣＩＣ（計７名）

ＣＩＣ当直長、レーダ員（２名 、コンソール員（３名 、海図員） ）

・機関操縦室（計６名）

機関操縦室の副直士官、運転員長、操縦員、電源監視盤操作員、応急監視

盤操作員、保安当直員

（２）当直体制

ア 艦橋等及びＣＩＣ

「あたご」の通常航海 時における艦橋等及びＣＩＣの当直体制は、そ（注１）

れぞれ艦長及び船務長の命令に基づき、５組の当直が２時間又は２時間半お

きに交代 する５直体制となっていた。（注２）

（注１）通常航海とは、自衛艦の態勢のうち、戦闘部署、緊急部署及び作業部署以外の、通

常の態勢で航海することをいう。

（参考）

・戦闘部署 戦闘の準備及び戦闘力を発揮、維持するための態勢。

・緊急部署 緊急状態にある自艦の保安維持等を図るための態勢。例えば防火、防水等の
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部署がある。

・作業部署 戦闘、緊急の両部署に関連する作業その他の作業を実施するための態勢。例

えば、出入港部署等がある。

（注２）１日の当直の時間割は次のとおり。

、 、 、 、 、０時～２時 ２時～４時 ４時～６時３０分 ６時３０分～９時 ９時～１１時３０分

１１時３０分～１４時、１４時～１６時、１６時～１８時、１８時～２０時、

２０時～２２時、２２時～２４時

イ 機関操縦室

「あたご」の通常航海時における機関操縦室の当直体制は、機関長の命令に

基づき、４組の当直が３時間又は４時間おきに交代 する４直体制とな（注３）

っていた。

（注３）１日の当直の時間割は次のとおり。

０時～４時、４時～８時、８時～１２時、１２時～１５時、１５時～１８時、１８時～

２１時、２１時～２４時

（３）前直と現直の当直交代状況

艦橋では、現直の当直員が、３時５０分頃以降、艦橋に集まり、３時５５

分に整列し、３時５６分、前直の副直士官より注意事項等の示達を受け、そ

の後、それぞれの配置において申し継ぎを実施している。なお、一部の当直

員は、３時５０分から３時５９分の間に申し継ぎを実施している。

ＣＩＣでは、３時５０分頃から３時５８分頃までに申し継ぎを実施してい

る。

機関操縦室では、３時４５分頃から３時５０分頃までに申し継ぎを実施し

ている。

（４）見張りの勤務位置

前直の当直時に、通り雨があり、見張員の配置を艦橋内にし、現直の見張

りの配置も引き続き艦橋内としていた。

（５）前直におけるＣＩＣの当直体制

ＣＩＣについては、通常であれば７名の当直員が勤務すべきところ、前直

については、電測員長の判断により 、前半の１時間（２時から２時５５分（注）

まで）は３名、後半の１時間（２時５５分から３時５５分まで）は４名の当

直員しか勤務しておらず、ＣＩＣに設置されている２台のレーダ指示機（レ

ーダの表示装置）のうち１台については、継続的には要員が配置されていな
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かった。

なお、現直におけるＣＩＣの当直については、通常どおり７名が勤務して

いる。

（注）電測員は、ＣＩＣにおいて、主としてレーダー等の情報の収集、作図、整理及び配布

等を行う。

本来、ＣＩＣの当直体制について判断するのは船務長の権限であるが、電測員長は、

かかるＣＩＣの当直体制の実施について、船務長の許可を得ていない。

３ 当直員による漁船の視認状況

（１）前直の視認状況

３月６日以降行われている委員会の調査において、一部の当直員には聴取

ができていないが、これまでに聴取を実施した前直の主要な当直員が供述し

ている内容は、以下のとおり。

ア 当直員Ａ

・ ３時３０分頃、右３０度方向の水平線上に白灯を視認したので、電

話を通じて（当直士官に）報告した。さらに同じく、その白灯の左右

１５度に光芒を視認した。

・ ３時４０分前後に、先程の光芒２つが白灯の実光に変わり、右３０

度を中心に白灯３個を視認、電話で（当直士官に）報告した。

イ 当直員Ｂ

・ ３時４８分に昇橋（艦橋に昇ること）した。

・ 目視で右３０度～５０度には紅灯を３～４個を視認した。

・ 目視観測の結果、方位が落ちていたため 漂泊又は低速の目標と（注）

判断した。距離は、５～６海里（約９，０００～約１１，０００メー

） 。 、 、トル と判断した なお この目標は目視ではっきり視認できたため

当直士官は当然了解しているものと考え報告はしていない。

（注 「方位が落ちる 」とは、例えば右舷に見える目標の方位が右に変化している） 。

状態を示す場合に用いられる表現であり、方位が変化しているため衝突の危険が

ないと見込まれる状態である。

これらの内容をまとめると、３時３０分頃以降、当直員が、右３０～５０

度の方向に、数個の灯火（白灯及び紅灯）を視認している。その視認の際の

状況は、さらに調査中である。なお、当該灯火と「清徳丸」との関係は、現

在のところ不明である。
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（２）現直の視認状況

① ４時５分頃までの視認状況

３月６日以降行われている委員会の調査において、一部の当直員には聴

取ができていないが、これまでに聴取を実施した現直の主要な当直員が供

述している内容は、以下のとおり。

ア 当直員Ｃ

・ ３時５６分頃に昇橋した。前直から、右２０度から５０度に紅灯

を数隻視認、方位が明確に落ちており危険はない旨申し継ぎを受け

た。

・ これらの目標については、私の目視では、右の水上目標が５，０

（ ， ） ， （ ，００ヤード 約４ ５００メートル から６ ０００ヤード 約５

４００メートル）であったと記憶している。

イ 当直員Ｄ

・ ３時５８分、前直者からの申し継ぎは、右の白灯群であった。

・ 前直者が示す目標のうち、右３０度・５，０００メートル、右３

０度～４０度・５，０００メートル以遠及び右４０度・５，０００

メートル、計３つの紅灯を視認した。

・ また、右５度水平線に２つの白灯を視認し、右２０～５０度にか

けて水平線上に３つの光芒を肉眼で視認した。

・ ４時２分頃 「白灯２つ、右５度水平線、舷灯は視認できない 」、 。

と当直士官に報告し、当直士官は了解した。

・ その後、右３０度付近に左に動く白灯１つを視認した。

・ その直後、４時４分から３０秒頃、ＣＩＣから「右５度、５，０

００ヤードに何か視認できないか 」と聞かれたため、右３０度の。

左に動く目標から目を離し、その方位の目標を探した。右５度に目

標を視認したので、４時５分頃、当直士官に「白灯１、右５度、３

０ 、左へ進む 」と報告した。。（注）

（注）３，０００メートルを意味する。

これらの内容をまとめると、４時５分頃までに、当直員が、右５度及び

右２０～５０度の方向に、数個の灯火（白灯及び紅灯）を視認している。

その視認の状況や視認後の具体的な伝令の状況については、さらに調査中

である。なお、これらの灯火と「清徳丸」との関係は、現在のところ不明

である。
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② ４時６分頃以降の視認状況

３月６日以降行われている委員会の調査において、一部の当直員には聴

取ができていないが、これまでに聴取を実施した現直の主要な当直員が供

述している内容は、以下のとおり。

ア 当直員Ｃ

・ ４時６分頃、当直士官に偏位量 の報告をしようとしたが、当（注）

直士官と当直員Ｅが目標の動静等について話し合っていたため、報

告を取りやめ、当直士官用のジャイロレピーターの左舷に移動した

ところ、右艦首から右２０度、距離約５００メートル付近に左に進

む目標２隻を視認した。

（注）予定航路からの左右のずれを示す値

・ 同時に、当直士官の「この漁船近いなあ」という発言と当直員Ｅ

が「近い、近い」と言いながら、右舷ウィングに出て行こうとして

いるのを確認し、さらに窓に近づき、身を乗り出したところ、右７

０度１００メートル付近に近接する紅灯を掲げた「清徳丸」と思わ

れる目標を視認した。

「 」 、・ 清徳丸 が５インチ砲右舷側の死角に入る直前にわずかに増速

面舵を取ったように感じた。

イ 当直員Ｄ

・ ４時６分、当直員Ｅが「漁船が近い 」と言いつつ、ウイングに。

出たので右を見たら、右７０～８０度付近、距離約１００メートル

～７０メートルに初めて漁船を視認した。

・ 白灯と紅灯が点灯しており、本艦より優速だった。

ウ 当直員Ｆ

・ ４時５分頃の約１分後、モニタ（艦首付近の映像を映すモニタ。

機関操縦室に設置されている ）画面の右下から灯火が現れ艦首方。

向に移動した。

・ 約５秒後、灯火は艦首に遮られ、一瞬見えなくなったが、１～２

秒後、艦首左舷に一瞬光が見えたと思った直後に両舷停止（両舷の

プロペラの推進力を停止すること ）が下令された。。

・ その後、後進一杯（両舷のプロペラを過負荷の回転数にして後進

すること）が下令された。

これらの内容をまとめると、４時６分頃以降、当直員が 「あたご」に、

接近中の「清徳丸」を視認し 「清徳丸」の白灯及び紅灯を認め 「両舷停、 、

止」と「後進一杯」が下令された。
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（※） 防衛省としては、事故状況把握のため「あたご」からの報告を受け、

「２月１９日午前３時５５分頃、護衛艦『あたご』の見張員は、清徳丸

の灯火を視認したと思われる 、４時５分頃「 あたご』の見張員が右方。」 『

向に ・・・、緑色の灯火を視認した 」と２月１９日及び２０日に公表、 。

したところであるが、現時点において、委員会の調査において、これら

に関する情報は得られていない。

４ レーダによる漁船の認識状況

「あたご」は、通常航海において、レーダ指示機を３台使用しており、１台が

艦橋に、２台がＣＩＣに設置されている。

レーダ指示機は、水上レーダ又は航海用レーダ の画面を表示することが（注１）

可能であり、また、レーダ指示機のうち１台は表示内容を記録することが可能で

あるが、記録はとっていない 。（注２）

また、これまでの調査では、当直員が、レーダ指示機で「清徳丸」を認識して

いたとの情報は得られていない。

（注１ （別紙２ 「護衛艦『あたご』搭載レーダ（水上・航海用 」参照。） ） ）

（注２）通常、事後研究や検証等に用いるため、演習や訓練等の際に記録する。

５ 衝突回避の措置

３月６日以降行われている委員会の調査において、一部の当直員には聴取が

できていないが、これまでに聴取を実施した現直の主要な当直員が供述してい

る内容は、以下のとおり。

（１）当直員Ｃ

・ 当直士官が「両舷停止、自動操舵止め」を下令、さらに当直士官が「両

舷後進一杯」を下令、当直士官が右ウィングに向かうのを見て、後を追っ

。て右ウィングに向かうところで、衝突音らしき音を聞いた （注１、２）

（２）当直員Ｇ

・ 両舷停止 が下令されたので 両舷停止 の措置をとり その後 両「 」 、「 」 、 、「

舷後進一杯」が下令されたので 「両舷後進一杯」の措置をとった。、

（３）当直員Ｆ

・ 「両舷停止」の指令を聞いた。テレグラフの点滅 を確認したと記（注３）

憶しているので、確かだと思う。

・ その次に「後進一杯」の指令を聞いた。テレグラフの点滅を確認したと
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記憶しているので、確かだと思う 「両舷停止」から「後進一杯」までの。

間隔は５から１０秒ほどだったと思うが、概ね確かだと思う。

（注１）なお、委員会の調査の中で 「あたご」が汽笛を吹鳴した旨の供述もなされているが、、

衝突時、近隣にいた漁船の方々が汽笛は聞いていないという報道との関係については確

認はとれていない。

（注２）この供述は、当直員Ｃの４時６分以降の行動に関する供述の中にあるものである。

（注３）テレグラフとは、艦橋が指示した速力区分とプロペラ回転数の増減を表示する機材。

速力区分等が変更されるとランプが点滅する。

６ 艦長の行動

艦長の供述の内容は以下のとおり。

・ （１８日）１８時頃に降橋（艦橋から降りること）し、夕食後は艦長室

において、入港のための通関準備等の諸作業を実施した。

・ （１９日）０時３０分頃、艦長室内で仮眠をとることにした。

・ ２時半頃、目標を避航するため、右よりのコースで航行する旨、航海長

から報告があった。

・ 衝突事故発生時、艦長室にいた。４時頃、目が覚めて、艦橋に上がろう

かどうかと考えていたとき、間もなく「漁船と衝突した」の１ＭＣ が（注）

入った。艦橋には、事故発生後に昇橋した。

（注）艦内マイク。艦内各区画や甲板等にいる者に対し一斉に命令等を伝達するための通信

装置。

７ 副長の行動

副長の供述の内容は以下のとおり。

・ 入港後の報告準備等のため、０時過ぎに副長室で就寝し、その後４時頃

、 （ ） 、に目覚めて 海難対処部署 行方不明者の捜索・救助の指示 が発動され

漁船と衝突したことを知った。

８ 「あたご」全体の対応の評価

艦橋で当直していた見張員の一部及びＣＩＣで当直していたレーダ見張員の

供述に基づけば、衝突前の見張員の配置やＣＩＣにおける当直員の配置状況も

、 。含め 艦全体として周囲の状況等について見張りが適切に行われていなかった

また、委員会による現時点までの聴取結果によれば 「あたご」は、４時６、
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分頃に「清徳丸」を右舷に見ていることからして 「清徳丸」が「あたご」の、

右側から近接した可能性が高く、そうであれば「あたご」に避航の義務があっ

たが 「あたご」は適切な避航措置をとっていない。また、衝突直前に「あた、

ご」がとった措置は、回避措置として十分なものでなかった可能性が高い。

９ 衝突後の海上保安庁への通報

事故の発生について、４時２３分に国際ＶＨＦによる通報を実施した乗組員

Ｈの供述の内容は以下のとおり。

・ 海難対処部署の発動で衝突を知り、就寝していた士官寝室より、艦橋に

移動した。起床してから艦橋内に入るまで５分以内だったと思う。

・ 艦橋では、当直員から、衝突位置を記載したメモを受領した。

・ さらに当直記録で時刻、船の位置、気象等を確認した上、海図上の船の

位置、ＧＰＳによる船の位置を確認し、国際ＶＨＦで横浜保安部に通報し

た。

事故の発生を早期に通報するとの観点からは、当直員が直ちに衝突の事実の

み速報していれば、通報までの時間を短縮できたものと考えられる。

１０ 捜索・救助の状況

「あたご」においては、４時７分頃の衝突発生を受けて、４時８分に救助作業

開始が命令されており、ウイングから探照灯で衝突海域を照らし、上甲板には、

数メートル間隔で乗員を並べ、捜索を実施した。

衝突発生から１４分後の４時２１分以降、内火艇２隻（後に１隻追加）に、そ

れぞれ７名程度の乗組員が乗り込んで発進しており、速やかに救助活動を実施で

きるよう、潜水員が乗艇した。

内火艇を艦上から海面に下ろして、救助艇が発進するまでの標準については、

開発指導隊群が定める緊急部署指導指針において７分が標準時間とされている

が、

① この標準時間は、昼間において、全ての準備を整えた上で対応する際の

目標時間であること

② 「あたご」は、海面から上甲板の高さが通常の護衛艦の約１．５倍ある

こと

③ 「あたご」の内火艇が通常の護衛艦搭載のもの（７メートル）よりも大

きい（１１メートル）こと

④ 夜間の場合、就寝中の乗員を呼集するのに、さらに数分かかること

等を考慮すれば、救助開始命令後１３分での内火艇発進は、遅い対応とは考え

ていない。

なお、潜水員による潜水作業については、夜間の洋上での潜水作業は、特に高
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い練度を要求される危険な作業であり、内火艇に乗艇させた潜水員の練度が及ば

ないことから、これを実施しなかった。なお、５時４０分には、海上保安庁の潜

水員による捜索活動が開始された。

「あたご」は、捜索・救助活動に可能な限り尽力したと考えられるが、さらに

改善すべき点がないか検証していく必要がある。
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違法射撃事案に関する評価及び教訓

平成１２年４月２７日

防 衛 庁

［資料５］
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違法射撃事案に関する評価及び教訓

１ 前 言

陸上幕僚監部（以下「陸幕」という｡）は、元陸上自衛隊第１空挺団普通科群

長が関与していた約５年前の幹部の民間銃使用による射撃事案の処理に問題が

あったのではないかとの報道関係者からの問い合わせに対して、平成１２年１

月１４日、この情報を防衛庁長官（以下「長官」という｡）まで報告するととも

に、直ちに調査に着手した。その結果、平成６年１１月１６日に、当時の第１

空挺団普通科群長 秀島 裕展（ひでしま・やすのぶ）１等陸佐が、東富士演

習場内の小火器戦闘射場において、部外者３名を招いて射撃訓練を見学させた

際、部外者のうち１名が携行していた猟銃を借りて射撃を実施したとされる事

案があり、陸幕及び方面総監部以下で事案が処理され、平成７年１月１７日付

で秀島１等陸佐については第１空挺団長から訓戒、その上司の第１空挺団長に

ついては東部方面総監（以下「総監」という｡）から口頭注意の処分が行われて

いたことが明らかになった。本件については、事案の性格や過去の処分例に照

らして、当時の事案処理が適切ではなかったことが明らかになったため、報告

、 、 、 、を受けた長官は １月２０日 陸上幕僚長に対して 当時の検討経緯等を含め

事実関係を徹底的に再調査するよう指示した。

陸上幕僚長は、この長官の指示を受けて、調査態勢の強化を図るため、１月

２６日に陸上幕僚副長を長とする「幹部自衛官の過去の猟銃射撃事案に関する

調査委員会 （以下「調査委員会」という ）を陸幕内に設置し、事実関係の究」 。

明に当たらせることとした。

調査委員会は、約３ケ月に亘り、当時の関係者の証言を得るとともに、事案

処理に関する資料を分析することにより調査を進めてきたところであるが、こ

の間、調査委員会による調査の過程において、秀島１等陸佐が部外者に小銃・

機関銃の射撃をさせていたという銃砲刀剣類所持等取締法（以下「銃刀法」と

いう｡）違反事案が新たに判明した。３月１３日、秀島１等陸佐は、小銃の射撃

にかかわる銃刀法違反の容疑で、陸上自衛隊東部方面警務隊に逮浦され、同１
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４日、静岡地方検察庁沼津支部に送致されるとともに、同３０日、機関銃の射

撃にかかわる銃刀法違反の容疑により追送致された。同３１日、秀島１佐は静

岡地方検察庁沼津支部に起訴された。

今般、調査委員会は、これまでに明らかになった点をとりまとめ、長官に別

添のとおり報告を行った。本事案は約５年前に発生したものであるため、関係

した隊員がその後全国に異動しており、また、既に退職した者も少なくなかっ

た。加えて、関係資料の極めて少ない中で事案の解明を進めざるを得なかった

ことから、当時の経緯等についての聞き取り調査を積極的に実施し、事実関係

の究明に努めてきたところである。具体的には、約１４０名の関係者から当時

の状況について事情を確認したが、当事者の記憶が不確かな部分も多く、証言

が一致しない場合も少なくなかった。このため、調査委員会は、こうした証言

、 。を突き合わせながら 一つ一つ事実関係を認定する作業を慎重に実施してきた

今般の報告は、こうした調査の結果を取りまとめたものである。

この報告書には、違法射撃事案にかかる当時の関係者の動きが詳細に記述さ

れており、特に、第１空挺団における初動調査の不徹底、陸幕の意思決定過程

における不備及び方面総監部等に対する不適切な指導、捜査権限を有する警務

隊の不介入など、事実関係の究明をなおざりにした事案の性急かつ安易な処理

が優先され、組織の業務処理体制が健全に機能していなかったことが明らかに

されている。

防衛庁は、この調査委員会の調査結果を公表するとともに、その事実関係を

基にして当時の関係者の責任を明らかにし、厳正な処分を行うこととした。ま

た、同時に、今回のような事案が再び起こることのないよう、本事案の教訓と

なる点を分析することにより、今後の再発防止対策の契機とすることとした。

２ 本事案の評価

（１）秀島１等陸佐の行為

秀島１等陸佐は、先に述べた経緯により、３月３１日、銃刀法違反により

静岡地方検察庁沼津支部から起訴された。このため、同人がかかる行為を行



- 40 -

った動機や刑事的な責任については、今後の公判の中で確定していくものと

考えるが、本人の説明によれば、平成６年８月５日に習志野駐屯地夏祭りの

前夜祭として芸能ショーを実施した際に、部外者の１人に世話になったこと

などから恩義を感じており、このことがじ後の小銃・機関銃の射撃に繋がっ

て行ったものとされている。

いずれにせよ、秀島１等陸佐は、① 許可なく自ら猟銃の射撃を行ったこ

と、② 部外者に自衛隊の小銃・機関銃の射撃をさせたこと、③ 事案発覚

後の事情聴取において、虚偽の供述を行ったこと、④ 第１空挺団本部によ

る調査が始まってから、事案の発覚を避けるため、部下に対して口止めを行

っていること等数々の問題を引き起こしており、第一線部隊の指揮官として

の自覚に著しく欠けるものであったと言わざるを得ない。同人の行為は、部

内の秩序維持の観点からも看過することのできない重大な違反であり、その

責任は極めて重大である。

（２）現場に居合わせた隊員の行為

事案発生当時、現場付近には少なくとも十数名の隊員がいたが、秀島１等

陸佐による猟銃射撃や部外者による小銃及び機関銃の射撃を黙認しただけで

なく、一部の者はその準備作業等に協力するとともに、秀島１等陸佐の勧め

に応じて部外者の猟銃を射撃していたことが明らかになっている。

今回の事案において、現場に居合わせた隊員の行動及びその後の対応は不

適切であったが、その背景には、指揮官としての立場を利用した秀島１等陸

佐の強引な手法があったと思われる。

（３）事案発覚後の現地部隊の対応

第１空挺団は、平成６年１２月１４日の事案発覚後、上級司令部や警務隊

に所要の報告・通報を実施するとともに、直ちに、秀島１等陸佐他１名を聴

取し、供述調書を作成している。その際、部外者に猟銃を撃たせたという情

報があったにもかかわらず、第１空挺団長等は、部外者による猟銃の射撃に

ついては、安全管理の徹底した自衛隊の射場の中で行われており、部外に与

える影響も少ないと考えてこの情報を重視せず、供述調書や事故報告の中で
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触れることはなかった。また、第１空挺団長は、指揮官としての秀島１等陸

佐の立場を考慮して事情聴取の対象者を限定し、現場に居合わせた他の普通

科群の隊員に対する確認作業を行うことなく、短期間で調査を終了させた。

その結果として、第１空挺団は、現時点で見れば、不完全な情報を上級司令

部に報告することとなり、上級司令部のその後の対応を誤らせる要因を作っ

た。この点は、じ後の事実関係の解明作業に大きな影響を与え、小銃・機関

銃事案が平成１２年の今回の調査まで明らかにならなかった主要な原因の一

つとなったものと考えられる。かかる観点からすると、当時の第１空挺団長

等の対応には大きな問題があったものと言わざるを得ない。

（４）上級司令部の対応

ア 陸幕

本事案は、本来ならば長官まで報告された上で戒告以上の懲戒処分がなさ

れる内容であるが、当初の陸幕人事部人事計画課長の提案どおり、自衛隊の

威信の保持といった大義名分が都合よく利用され、方面隊以下で対応できる

訓戒処分が採られた結果、内局へ報告されることはなかった。

このような判断が部内で通用した背景としては、管理された自衛隊の射場

で許可を受けた猟銃を撃ったことだけが報告の対象となったため、一般的に

は不起訴となる事案であろうとの推測が働くとともに、一方で、一応の行政

処分を行い、更迭の形で人事異動を行えば十分バランスのとれた解決が図ら

れるとの甘い判断があった。また、隊員の違法行為により部外の協力者に多

大な迷惑をかけてしまうことに対する懸念も存在していた。

しかしながら、真相究明努力を怠り陸幕及び方面限りの内部処置に走った

点において、本事案は陸上自衛隊の組織防衛のために組織的な隠蔽工作を行

ったものと批判されても弁解の余地のないものである。

当時の陸幕における主要な関係者の動き及びその評価は、次のとおりであ

る。

（ア）当時の陸上幕僚長及び陸上幕僚副長は、部下の不十分な報告に基づくと

はいえ、事案に対する甘い認識と相俟って、本件の不適切な処理を結果と

して了承しており、極めて不注意であったといわざるを得ない。
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（イ） 陸幕人事部長は、当初から本事案に積極的に絡んでいたわけではない

が、① 自衛隊の武器を部外者に撃たせたわけではないこと、② 自衛隊

の射場内であり人に危害を加えたりしていないこと、③ 銃刀法違反とな

れば部外者に多大な迷惑をかけること等を考慮して、陸幕人事計画課長の

考え方を事実上追認する形で、公にならないよう内局への報告はせず、人

事処置にとどめるとの方針を了承した上で、陸上幕僚長の判断を求めるよ

う指示した。また、東部方面総監部からの最終確認に際しては、公になら

ないよう内局への報告は行わないとの方針を伝えている。このように、陸

幕人事部長は、陸幕の服務担当部長の地位にありながら、自らの本事案に

対する認識の甘さにより、陸上幕僚長に対する補佐を誤ったものであると

評価される。

（ウ） 陸幕人事計画課長は、服務班長から事案の報告を受けた時点で、本事

案を第１空挺団長と秀島１等陸佐との人間関係に起因する問題であると判

断し、本事案の陸上幕僚長への報告を遅らせると同時に、上司である人事

部長に相談することなく、東部方面総監部の人事部長に対して、自衛隊へ

の影響を考慮して努めて公にはならない方向で処置を検討するよう直接提

案するなど、極めて短時日のうちに今回の事案処理の基本的な流れを作っ

た。また、人事計画課長は、本事案を軽微なものとして上層部に報告する

過程においても主導的な役割を果たした。このような人事計画課長の行為

は、幕僚としての基本的な責務に反するものであったと評価される。

イ 東部方面総監部

東部方面総監部の人事部は、総監の「厳正に処置」との方針を踏まえて業

務を進めていたが、陸幕人事計画課長の提案を受け、これを陸幕上層部の意

向と理解した上で、その意向に基づく対応案を作成し、総監まで報告を行っ

た。このような東部方面総監部人事部の対応は、陸幕人事計画課長の強い影

響を受けて行われたものと評価される。

当時の東部方面総監は、この対応案について疑問を抱き、陸幕人事部長か

ら陸幕としての意向を確認するため行政副長を陸幕に派遣したが、総監自ら

陸上幕僚長の意図を直接確認することなく、最終的に誤った判断を行ったも
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のである。

（５）警務隊の対応

当時の警務隊が捜査に踏み切らなかったことについては、つぎのような理

由が考えられる。まず、事案の性格に対する認識の甘さである。本事案が発

、 、 、覚したときには発生から既に約１ヶ月が経過しており また 猟銃の射撃も

安全管理のなされた自衛隊の射場で、武器の取扱いに習熟した隊員が行った

ものとの認識があった。加えて、直接的な被害も出ていなかったことから、

警務隊は、本件を立件の必要がない事案であると捉える結果となった。もう

１つは、陸幕及び東部方面総監部の動きとの関係である。当時の事案処理に

当たっては、陸幕も東部方面総監部も、更なる事実解明を行うことなく、か

なり早い段階から軽い処分で済ませる方向に傾きつつあった。こうした状況

が、警務隊が不介入を決めた際に、間接的な考慮要素とされた可能性が考え

られる。また、そのことが結果的に事案全体の事実解明を遅らせることとな

ったものと考えられる。

（６）前警務隊長による不実報告

前警務隊長は、事案発生当時の東部方面警務隊長であり、当時の警務隊長

の指示に基づき、指揮監督下にある部隊に対して不介入の指示を行った当事

者であった。本年１月中旬、猟銃事案に対する警務隊の関与について陸幕か

ら問い合わせがあった際、前警務隊長は、当時、部隊から警務隊への通報は

なかったと回答するよう指示した。

しかしながら、本事案が長官まで報告され当時の事案処理についての調査

が行われている状況の下で、警務隊長という地位にある者がかかる不実報告

、 。を行ったことは 警務隊に対する信頼を失墜させたものと言わざるを得ない

３ 本事案の問題点及び教訓

（１）武器の管理の徹底と規律の一層の維持
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我が国は世界一厳しい銃規制が敷かれているところであり、職務上武器を

取り扱う隊員は、この点を深く認識し、国民の信頼に応えなければならない

立場にあるにもかかわらず､今回かかる事案を引き起こしたことを、防衛庁・

自衛隊として大変深刻に受け止めるとともに、この点の意識の向上を図って

いく必要がある。また、本事案の一連の流れから明らかなように、事案の処

理に当たって事実の確認や正しい報告が行われず、真実を追求する姿勢に欠

けるところがあった点で、規律の緩みがみられたことも誠に遺憾である。殊

に、陸上自衛隊の威信保持という名目が都合よく利用された結果、却って防

衛庁・自衛隊に対する国民の信頼を著しく失墜させたことは、極めて残念で

あると言わざるを得ない。この点について、中央から末端に至るまで深く反

省するとともに、一層の規律の維持に努めていく必要がある。

（２）上級幹部の責任感の自覚

隊員は上官の命令に服従する義務があるが、この点は、上級幹部が適切な

判断を行うことを当然の前提としている。一方、今回の事案から明らかなよ

うに、上級幹部の誤った判断が部隊全般に及ぼす影響は極めて大きなものと

ならざるを得ない。上級幹部に一層の責任感を自覚させるため、遵法精神を

涵養し、また、バランスのとれた社会人としての常識を身につける教育を行

っていくことが必要である。

（３）意思決定プロセスの改善

今回の事案における１つの特徴は、重要な事案の処理に必要な正しい情報

がトップに正確な形で上がっておらず、幕僚レベルの判断があたかも陸上幕

僚長の判断として通用し、結果として方針決定に重要な影響を与える事態が

生起したことである。この点は、組織としての情報伝達及び意思決定のプロ

、 、セスにおける大きな反省点であり 今後同様の事態を繰り返さないためにも

例えば上級幹部による服務規律違反等についての報告体制を見直し、長官ま

で速やかに報告が行われるようにするなどの措置をとる必要がある。また、

特に重要な案件については方面総監が陸上幕僚長と直接意思疎通を図る等、

早急に意思決定プロセスを改善する必要がある。
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（４）警務隊の独立性の確保

警務隊は、通常の指揮系統とは異なり独立して司法警察業務を行う権限を

有するとともに、業務遂行に当たっては高度の遵法精神と公正中立な立場の

保持が求められている。しかしながら、今回の事案においては､警務隊が早々

に立件に値しない事案であると判断し、東部方面総監部の行政処分に任せる

こととして、捜査を実施するに至らなかった。この点は、司法警察職員とし

ては極めて不適切であったと言わざるを得ない。このため、司法警察職員と

、 、 、しての自覚を促すとともに 本事案を一つの契機として 陸上自衛隊として

警務隊の独立性を担保するための制度面からの見直しを考えることも必要に

なってきている。

（５）部外者との交流のあり方

自衛隊に関する知識を普及させ、一層の理解を深めるために、隊員が部外

者との交流を行っていくことは、言うまでもなく適切なことであり、今後と

も推進していく必要がある。

しかしながら、秀島１等陸佐の例は、かかる目的を逸脱し、自らの地位を

利用して、違法な行為を行ったものと言わざるを得ない。隊員各自が部外者

とどのような交流を行うかは、一次的には、隊員個々人のモラルに基づく判

断によることとなるが、隊内の規律維持上問題を生じるおそれのある場合に

は、周囲ないし上司が適切な指導を行うとともに、平素からの服務指導を適

切に行うことが重要となってきている。

４ 結 語

以上に述べたとおり、本事案における現地部隊、各級司令部、警務隊のとっ

た行動については、組織的な事実の隠蔽と受け取られてもやむを得ないものも

含めて、多くの問題が存在していることは紛れもない事実であり、防衛庁・陸

上自衛隊として、深く反省しているところである。
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防衛庁・陸上自衛隊としては、これまでの調査結果に基づき、関係者に対す

る厳正な処分を実施するとともに、綱紀の粛正を徹底させ、再びかかる事態が

起こらないよう今後の行政運営に万全を期して参る所存である。なお、今後公

判等の過程において新たな事実が明らかになった場合には、防衛庁として徹底

的な調査を実施し、厳正に対処して参る所存である。

また、今回の事案により失墜した国民の信頼を回復するためには、不祥事の

再発防止を目的とした、目に見える改善策を国民に示していく必要がある。か

かる観点に立って、防衛庁全体における施策として、これまで次のような措置

が実施されている。

第１に、今回の事案が武器にかかるものであったため、本年３月１３日、長

官は、内閣総理大臣からの指示も踏まえて、統合幕僚会議議長及び各幕僚長に

対して、武器の管理を徹底するとともに、服務規律の向上に努めるよう、直接

指示した。これを受けて、各幕僚長等から全部隊に通達を発出し、その趣旨の

徹底を図っているところである。

、 、 、第２に 最近の不祥事の続発に対して 防衛庁全体としての危機意識を持ち

組織を挙げて対応策を検討し、再発防止を図る必要があるとの観点から、３月

２９日 「不祥事防止会議｣を発足させ、同時に、両政務次官及び事務次官を長、

とする「不祥事防止特別行動チーム」を設けた。同チームは、３月未から４月

にかけて、全国１０箇所を巡り、約２千６百名程度の関係者と率直な意見交換

を行ってきたところであり、服務規律の向上について、全自衛隊として取り組

む必要があることについて、隊員の理解を深め、一体感の醸成を図る上で大き

く寄与したものと考えている。

防衛庁としては、今後、今回の事態に鑑み、①服務指導体制の強化、②幹部

教育の見直し、③懲戒処分の基準の見直し、④報告体制の改善、⑤警務隊の独

立性の確保など具体的な再発防止策について検討して参る所存である。

最後に、防衛庁としては、自衛隊の業務の運営について国民の間に重大な不

信感を抱かせる結果となったことを深くお詫びするとともに、今回の事案を今

後の教訓として、不祥事案の発生の防止に全力を注いで参りたい。
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１１． ７． １

防 衛 庁

高性能２０ミリ機関砲（ＣＩＷＳ）の不時発射事案について

１ 概 要

（１）平成１１年２月１８日（木）午前、舞鶴港停泊時、護衛艦「はるな」において、

、 。ＣＩＷＳ発砲回路試験中に ２２番砲に混入されていた実弾２発が不時発射された

（２ 「はるな」艦長は、不時発射を第３護衛隊群司令に報告し、第３護衛隊群司令は）

護衛艦隊司令官（同司令部幕僚長経由及び直接）に報告するとともに、舞鶴地方総

監（同総監部幕僚長経由）に通報した。

（３）護衛艦隊司令官は、舞鶴地方総監に事故の処置は護衛艦隊が実施することを通報

したものの自己の判断で上級司令部への報告を行わなかった。

（４）平成１１年６月１７日（木）自衛艦隊司令官の確認により事故が判明した。

（５）平成１１年６月１８日（金）自衛艦隊司令部幕僚長を委員長とした事故調査委員

会を設置し、事故調査を開始した。

２ 事故調査委員会の調査等

（１）事故の関係者

「はるな」艦長（２等海佐 森井 洋明）

護衛艦隊司令官（海将 金田 秀昭） 等

（２）調査事項

ア 不時発射の状況

イ 事故報告未実施の状況

ウ 事故の原因

（３）調査結果

ア 不時発射の状況

「はるな」のＣＩＷＳ員長は、ＣＩＷＳの機構の特性上、計画弾数と実際の発

射弾数に差が生じることが許容されていることを知っていたが、計画弾数と発射

弾数が一致することが技能の高さを示すものと誤って認識し、計画弾数どおりに

射撃することに固執した。そのため、平成１０年１２月１２日（土）に若狭湾沖

で実施したＣＩＷＳの射撃の後、実際に発射した弾数（２１番砲（ＣＩＷＳ員長

担当）１０２発、２２番砲（他のＣＩＷＳ員担当）９６発、計１９８発）を計画

弾数（各砲１００発、計２００発）に合わせる偽装工作を企図した。すなわち、

ＣＩＷＳ員長は、発射弾数を２１番砲、２２番砲各１００発、計２００発と虚偽

［資料６］
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の報告を行った後、余った実弾２発を、一時、ＣＩＷＳ管制室に保管し、翌１３

日（日）に、部下であるＣＩＷＳ員の担当する２２番砲の弾薬ドラムの模擬弾の

中に混入隠匿した。

ＣＩＷＳ員長は混入隠匿した実弾の処置に困っている間に、平成１１年２月１

８日（木）に実施された「はるな 、舞鶴造修補給所及び業者によるＣＩＷＳ発」

砲回路試験を迎え、同試験においては定められた砲台内の確認の手順を厳守しな

いまま試験が行われ、当該実弾２発が不時発射された。

原因究明中の２月２１日（日）早朝、ＣＩＷＳ員長は実弾２発を２２番砲に混

入隠匿したことを艦長に自供した。

イ 事故報告未実施の状況

「はるな」艦長は、２月１８日の事故発生後、弾着点付近の調査を命じるとと

。 、もに不時発射を第３護衛隊群司令に報告した 報告を受けた第３護衛隊群司令は

直ちに事故の概要等を護衛艦隊司令官（同司令部幕僚長経由及び直接）に報告す

るとともに、舞鶴地方総監（同総監部幕僚長経由）に通報した。

護衛艦隊司令官は、事故の処置は一元的に護衛艦隊司令官が実施する旨、舞鶴

。 、 、地方総監に調整した 舞鶴地方総監は 所要の支援を実施する旨述べるとともに

上級司令部へ早期に報告すべき旨助言した。

護衛艦隊司令官は、報告を受けた後、民間等への被害がないこと、再発防止対

策は自己の職責の範囲内でできる等と考えたことから、上級司令部等に報告しな

、 、 「 」 、いこととし その旨を２月１８日 第３護衛隊群司令及び はるな 艦長に指示

さらに、このことを３月中旬になってから舞鶴地方総監に通報した。

関係者からの問い合わせがあり、平成１１年６月１７日（木 、自衛艦隊司令）

官が第３護衛隊群司令に確認した結果、同事故が判明した。

ウ 事故の原因

（ア）不時発射

ａ 主 因

「はるな」ＣＩＷＳ員長の遵法精神の欠如による規律違反

ｂ 副 因

( ) 「はるな」艦長の指揮監督不十分a
( ) 「はるな」砲術長、砲雷長の指揮監督不十分b
( ) 第３護衛隊群司令の指揮監督不十分c
( ) ＣＩＷＳ射撃関係員の服務規律心の弛緩d
( ) 弾火薬類（空薬きょうを含む ）の不適切な管理e 。

( ) 発砲回路試験手順の不適切な実施f
（イ）事故報告未実施等

護衛艦隊司令官の事故の重大さ及び報告義務に対する認識の欠如等
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３ 懲戒処分等

別紙のとおり。

４ 再発防止策

今回の事故は、部内外にとって重大な影響を及ぼした。今後、同様の事故を生起さ

せないため、海上自衛隊全隊員に対し次の各項目を徹底する。

（１）不時発射

ア 射撃実施における指揮監督の強化

イ 射撃関係規則類の見直し及び厳守の徹底（射撃規律総点検）

ウ 弾火薬類（空薬きょうを含む ）の厳正な管理。

工 発砲回路試験手順の明確化と厳格な実施

（２）事故報告未実施等

未実施に至った要因を分析し、次の対策を検討する。

ア 臨時指揮官会議を招集し指揮監督の強化を徹底

イ 海幕監察により部隊における指揮監督を強化
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平成１９年１０月２９日

防 衛 省

海上自衛隊補給艦「とわだ」の航泊日誌誤破棄事案について

（中間報告）

１ 事案発覚の経緯

平成１９年８月２２日付け行政文書開示請求（平成１３年１１月から平

成１９年４月までの間のうち、インド洋派遣期間中における海上自衛隊補

給艦「とわだ」（以下「補給艦「とわだ」」という。）の航泊日誌）を受

け、当該行政文書を特定したところ、保存すべき航泊日誌の一部（平成１

５年７月から同年１２月分まで）が誤って細断機で細断され、処分されて

いたことが、平成１９年１０月４日までに確認された。

２ 事案の概要

現在までに把握した事実関係は概ね次のとおりである。

（１）航泊日誌の保存期間の誤認について

ア 平成１９年７月２３日、補給艦「とわだ」は、艦船に対して毎年実

施される検査（年次検査）を受けるため、ユニバ－サル造船株式会社

因島事業所に回航された。

イ 平成１９年７月２５日、Ａ３等海曹は、艦内倉庫の資料整理を行い、

艦内倉庫に平成１０年１月から平成１７年１２月までの航泊日誌が保

存されていることを確認した。

海上自衛隊の艦船は、航泊日誌を船内に備えなければならないこと

［資料１］ ［資料２］とされており、航泊日誌の作成責任者は当直士官

［資料７］
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であり、文書管理者は艦長 である。航泊日誌は、最後の記［資料３］

載をした日から１年間、艦船内に備え置き、その後３年間、当該艦船

の在籍する地方総監部に保存するものとされているところ 、［資料４］

Ａ３等海曹は、「航泊日誌の保存期間は２年」と誤認していたため、

上司であるＢ２等海曹と破棄の作業日時について打ち合わせをし、翌

２６日に、保存期間が過ぎた航泊日誌を選別し破棄することとした。

ウ 平成１９年７月２６日午前８時頃、Ａ３等海曹及びＢ２等海曹は、

破棄すべき航泊日誌を選別した。その際、Ａ３等海曹は、Ｂ２等海曹

に「保存期間は２年ですか。」と確認したところ、Ｂ２等海曹は、「

２年ではなく３年である。」と答えた。そして、Ａ３等海曹は、「で

は、平成１６年分まで残せばよいですね｡｣ と述べたの対し、Ｂ２等

海曹は、「今は平成１９年だよな。」と答えた。

（Ａ３等海曹及びＢ２等海曹は、規則を確認せず、航泊日誌の保存期

間を誤認したままであった。）

（２）航泊日誌の破棄について

ア 平成１９年７月２６日、上述のように、航泊日誌の保存期間を誤っ

て認識した後、Ａ３等海曹及びＢ２等海曹は、平成１０年１月から平

成１５年１２月までの航泊日誌を、艦内運用科事務室の細断機で細断

した。その後、細断されたものは、ユニバ－サル造船株式会社因島事

業所の可燃廃棄物置き場に集積され、当該事業所において処分された。

イ その際、Ａ３等海曹及びＢ２等海曹は、航泊日誌の文書管理者であ

る艦長Ｃ２等海佐に許可を求めなかった。

ウ 平成１５年７月から同年１２月までの航泊日誌については、その時

点で保存期間内であり、本来破棄してはならないものであった。
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エ 平成１９年８月２２日、航泊日誌の保管責任者である航海長Ｄ１等

海尉 は、横須賀で行われた定例会議において、海上幕僚監［資料５］

部の担当者から、「後日、インド洋派遣期間中の航泊日誌の写しを海

上幕僚監部へ提出するよう求められる。」と聞いたので、実質上、航

泊日誌の事務担当者である通信士Ｅ３等海尉に、航泊日誌の写しを提

出できるよう準備を指示するとともに、同日午後６時頃、艦長Ｃ２等

海佐に、航泊日誌の写しの提出について報告した。

オ 航海長Ｄ１等海尉の指示を受けて、通信士Ｅ３等海尉は、Ａ３等海

曹に当該航泊日誌の保管状況を確認したところ、「平成１５年１２月

以前の航泊日誌は破棄した。」との報告を受けたので、平成１９年８

月２２日午後７時頃、航海長Ｄ１等海尉に、航泊日誌が誤って破棄さ

れたことを報告した。

カ 平成１９年８月２３日午前７時頃、航海長Ｄ１等海尉は、艦長Ｃ２

等海佐に、航泊日誌の誤破棄の事実を報告した。

キ 平成１９年９月５日、艦長Ｃ２等海佐は、海上幕僚監部防衛部運用

支援課長から行政文書特定依頼書を受領し、翌６日に、海上幕僚監部

防衛部運用支援課長宛の行政文書不存在通知書を提出した。

（３）航泊日誌の保存について

ア 艦船の航泊日誌は、最後の記載をした日から１年間艦船内に備え置

き、その後は当該艦船の在籍する地方総監部に３年間保存することと

なっているが、補給艦「とわだ」においては、１年を経過したものも

艦船内の倉庫に保存されたままであった。

イ 他方、同艦の在籍する呉地方総監部の防衛部第１幕僚室（航泊日誌

の保管を担当）の担当者らは、航泊日誌の保存期間については正しく
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認識していたが、同艦に対して航泊日誌の保存に係る調整を行ってい

なかった。

（４）航泊日誌の取扱いに関する監督、指導について

ア 艦長Ｃ２等海佐は、航泊日誌の文書管理者として、補給艦「とわだ」

着任以来、部下に、航泊日誌は船舶に備える重要な書類であり、その

記載に当たっては適正に行うよう指導していたが、航泊日誌の保存状

況の確認、航泊日誌を適切に管理するための指導を怠っていた。

イ 航海長Ｄ１等海尉は、航泊日誌の保管責任者として、常日頃から、

部下を監督、指導すべき立場であるにもかかわらず、航泊日誌の保存

に関する指示及び教育等を怠っていた。

３ 事務処理における問題点

本事案は、補給艦「とわだ」における航泊日誌の不適切な管理により、

本来は保存すべき航泊日誌を誤って破棄するに至ったものであるが、この

間の事務処理には次のような重大な問題点がある。

（１）Ａ３等海曹及びＢ２等海曹は、航泊日誌の保存期間を正しく認識して

いなかったが、これは艦長Ｃ２等海佐及び航海長Ｄ１等海尉の文書管理

に関する日頃の監督、指導が不十分であったことに起因する。

（２）Ａ３等海曹及びＢ２等海曹は、文書管理者である艦長Ｃ２等海佐や保

管責任者である航海長Ｄ１等海尉の許可を得ることなく航泊日誌を破棄

しており、文書管理について適正な手続がなされていなかった。

（３）航泊日誌の保存（艦船内に１年間、当該艦船の在籍する地方総監部に

３年間、それぞれ保存）が、規則（「航泊日誌に関する達」）どおり適

正に実施されていなかった。
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４ 再発防止策

このような問題点を踏まえ、今後、かかる誤りを二度と繰り返すことが

ないように、防衛省における文書管理が関係規則類に従い適切に実施され

ているかを確認するため、平成１９年１０月１０日付けで、防衛省・自衛

隊の全組織を対象に、行政文書（行政文書ファイルとして約２２０万件）

の管理状況の調査を実施しているところ であり、この調査結果［資料６］

を踏まえ、チェック体制の強化、文書管理に関する教育の徹底、規則類の

見直し等の改善措置を今年度末を目途に講じる。

５ 今後の予定

今後も、引き続き必要な調査を行うとともに、早急に厳正な処分を行い、

公表する。
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［資料１］

○ 海上自衛隊の使用する船舶に備える書類に関する訓令（昭和２９年海上

自衛隊訓令第１４号）（抄）

（船内に備えなければならない書類）

海上自衛隊の使用する船舶の長（以下「船長」という。）は、法第１条

令び別に防衛大臣が定めるもののほか、次に掲げる書類を船内に備えな

ければならない。

（１） （略）

（２） 航泊日誌

（３） （略）

（４） （略）

２ （略）
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［資料２］

○ 航泊日誌に関する達（昭和４２年海上自衛隊達第３０号）（抄）

（航泊日誌の記載者）

航泊日誌は、当直士官（哨戒配備で航行中は、航海指揮官又は哨第５条

戒長。以下同じ。）監督の下、別記様式第４により艦船の長の指定する

者が記載し、当直士官は、当直終了後、必要事項を確認し、その氏名を

自署する。（以下略）

２ （略）

３ （略）

４ （略）

○ 自衛艦乗員服務規則について（通達）

（昭和５８年３月１５日海幕人第１０１１号）（抄）

（航泊日誌）

当直士官は、航泊日誌の記載に当たるものとし、自己の署名第３９６条

した記事について責任を負わなければならない。



- 58 -

［資料３］

○ 海上自衛隊文書管理規則（平成１３年海上自衛隊達第１３号）（抄）

（文書管理者）

部隊等における文書管理者は、別表第２に掲げる者とする。第５条

２ （略）

（第５条関係）別表第２

文 書 管 理 者

部隊及び機関 文書管理者

護衛艦（護衛隊）、潜水艦、掃海艦

、輸送艦（第１輸送隊）、補給艦（ 艦（艇）長

第１海上補給隊）、練習潜水艦、掃

海艇及び掃海管制艇

注： 別表第２は、自衛艦隊の一部である。
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［資料４］

○ 航泊日誌に関する達（昭和４２年海上自衛隊達第３０号）（抄）

（航泊日誌の保存）

航泊日誌は、最後の記載をした日から１年間艦船内に備え置き、第７条

その後３年間当該艦船の在籍する地方総監部（以下「在籍地方総監部」

という。）に保存するものとする。ただし、航泊日誌（乙）及び航泊日

誌（丙）にあつては、その艦船内に備え置く期間中であつても、これを

在籍地方総監部又は当該艦船の所属する陸上部隊に保存することができ

る。

２ （略）

３ 保存期間を経過した航泊日誌は、焼却処分とする。
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［資料５］

○ 自衛艦乗員服務規則について（通達）

（昭和５８年３月１５日海幕人第１０１１号）（抄）

（来歴簿、日誌等の整理・保管）

各科の長は、それぞれ、主管の物件の来歴簿、日誌その他所第１６８条

掌に属する図書、帳簿、記録等を整理・保管しなければならない。
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［資料６］

官文第９９９６号

１９．１０．１０

大 臣 官 房 長

防 衛 大 学 校 総 務 部 長

防衛医科大学校事務局総務部長

防 衛 研 究 所 総 務 課 長

統 合 幕 僚 監 部 総 務 部 長

陸 上 幕 僚 監 部 監 理 部 長

海 上 幕 僚 監 部 総 務 部 長 殿

航 空 幕 僚 監 部 総 務 部 長

情 報 本 部 総 務 部 長

技 術 研 究 本 部 総 務 部 長

装備施設本部副本部長（総務担当）

防 衛 監 察 本 部 副 監 察 監

各 地 方 防 衛 局 総 務 部 長

大 臣 官 房 長

行政文書の管理状況の報告について（依頼）

標記について、防衛省文書管理規則（平成１２年防衛庁訓令第７４号）第３３条第２

項の規定に基づき、下記のとおり依頼する。

記

１ 管理状況調査日（平成１９年１０月１日現在）

２ 報告要領 別紙様式による

３ 報告期限 平成１９年１１月７日

添付書類：別紙様式



- 62 -

官文第９９９７号

１９．１０．１０

各 幕 僚 長

殿技術研究本部長

各地方防衛局長

大 臣 官 房 長

防衛省文書管理規則に準じる規程の実施の状況の報告について（依頼）

標記について、防衛省文書管理規則（平成１２年防衛庁訓令第７４号）第３５条第２

項の規定に基づき、下記のとおり依頼する。

記

１ 管理状況調査日（平成１９年１０月１日現在）

２ 報告要領 別紙様式による

３ 報告期限 平成１９年１１月７日

添付書類：別紙様式
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官文第９９９８号

１９．１０．１０

官 房 各 局 各 課 長

大臣官房訟務管理官

人事教育局服務管理官

殿
人 事 教 育 局 衛 生 官

経理装備局技術計画官

経理装備局施設技術官

地方協力局沖縄調整官

地 方 協 力 局 調 達 官

大 臣 官 房 長

行政文書の管理状況の報告について（通知）

標記について、別添のとおり依頼があったので、下記のとおり実施されたく通知する。

記

１ 管理状況調査日（平成１９年１０月１日現在）

２ 報告要領 別紙様式による

３ 報告期限 平成１９年１１月７日

添付書類：１ 別紙様式

２ 官文第９９９６号（１９．１０．１０）
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別紙様式

平成１９年度臨時文書管理状況調査報告書

（機関等の名称： ）

調 査 項 目 該当の有無 該当があった場合その概要

１（１）行政文書（注１）のうち保存期

間が１年以上（注２）のものを行

政文書ファイル管理簿へ記載せず

保管していないか。

また、保存期間が１年未満のも

のについて、専用ファイルを作成

せず保管していないか。

１（２）作成し、又は取得した文書が行

政文書（注１）に該当するか否か

判断に迷ったことはないか。

２（１）行政文書ファイル管理簿に記載

されている行政文書ファイルがす

べて存在しているか （保存期間。

（注２）の満了に伴い、廃棄又は

。）移管の措置を講じたものを除く

２（２）行政文書ファイル管理簿へ記載

せず、又は専用ファイルを作成せ

ず保管していた行政文書につい

て、保存期間（注２）の満了以前

において廃棄したものはないか。

３ 行政文書ファイル管理簿の保存期間

等の記載事項と行政文書ファイルの背

表紙の記載事項が一致しているか。

４ 個々の行政文書の保存期間を設定す

る際、規則類において定められた保存

期間の基準のどれに該当するか判断に

迷ったことはないか。
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（注１）行政文書の定義

○ 行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)（抄）

第二条 略

２ この法律において「行政文書」とは、行政機関の職員が職務上作成し、又は取得

した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては

認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該行

政機関の職員が組織的に用いるものとして、当該行政機関が保有しているものをい

う。ただし、次に掲げるものを除く。

一 官報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的と

して発行されるもの

二 政令で定める公文書館その他の機関において、政令で定めるところにより、歴

史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされている

もの

○ 防衛省文書管理規則の施行について（防官文第２５１０号。１３．３．２９ （抄））

第１ 総則に関する事項（第１条から第９条まで）

１ 略

２ 用語の定義（第２条関係）

（１ ・ ２） 略）（

（３）情報公開法は、決裁又は供覧という事案処理手続の終了を行政文書の要件とし

ておらず、組織における業務上の必要性から利用又は保存されている状態にあれ

ば行政文書と認められることとなる 「行政文書」を何らかの形式的基準を用いて。

定義することは困難であるが原則として、特定の職務目的を共有する組織（具体

的には、文書管理の基本単位である課等における班、係等）において、職務遂行

のために必要なものとして共有された段階にある文書は、行政文書として管理し

なければならない 「職務遂行のために必要なものとして共有された段階にある文。

書」とは、行政文書ファイル化し、行政文書ファイル管理簿に登録され保存され

ている文書のみならず、登録等が行われていない文書であっても、共有のキャビ

ネット等に保存されている文書、内部検討途上にある文書及び回覧中の文書を含

む。

○ なお、規則類の規定に基づき作成、保存することとされている文書は、当然ながら

行政文書に該当する。

（注２）防衛省文書管理規則第２８条第４項第４号の規程により、情報公開の開示請求

があった行政文書については、当該行政文書の保存期間の満了する日以降におい

ても、開示・不開示の決定の日の翌日から起算して１年間保存期間を延長するも

のとされている。
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２０．３．２１ 
防 衛 省 

護衛艦「しらね」の火災事案について 
 
１ 火災発生部隊 

第１護衛隊群 護衛艦「しらね」（定係港：横須賀）  
 

２ 火災発見日時、場所、行動及び天候 
(1) 発見日時 

平成１９年１２月１４日（金） 午後１０時１９分頃 
(2) 場 所 

横須賀地区に停泊中の「しらね」のＣＩＣ（戦闘情報センター） 
(3) 行 動 

「しらね」は、平成１９年１１月１７日（土）に横須賀入港、１１月２３

日(金)及び１１月２９日（木）の係留替え後、横須賀港吉倉第３岸壁に係留

し、１１月２９日（木）から１２月１３日（木）まで同岸壁で中間修理に従

事し、１２月１５日（土）に第１護衛隊群の群訓練に参加するため出港の予

定であった。 

(4) 天 候 
天気 晴、風 北北東 １５ノット、気温 ９．５度 
 

３ 調 査 
(1) 艦船事故調査委員会と横須賀市消防局との関係等 

１２月１５日（土）に海上幕僚監部監察官を長とする艦船事故調査委員会

（以下「事故調査委員会」という。）を設置した。 
事故調査委員会と横須賀市消防局は、「しらね」の出火場所がＣＩＣとい

う保全区画（注１）であることから、事故調査委員会が火災原因の調査を実施

すること及び事故調査委員会の火災原因の調査に横須賀市消防局が協力する

こと、並びに火災原因の調査結果等を事故調査委員会から横須賀市消防局に

通報することで合意した。また、警察と警務隊の捜査上の関係については、

出火場所が自衛隊の使用する艦船であったことから、「自衛隊と警察との犯罪

捜査に関する協定（昭和 36 年６月８日）」に基づき、横須賀地方警務隊（以

下「警務隊」という。）が捜査を実施することとなった。 
（注１）「保全区画」：許可を受けた者以外の者の立入りが禁止されている区画。 

(2) 概 要 
事故調査委員会は、次の要領により調査を実施した。 

ア 「しらね」乗員、近傍に停泊中の艦艇乗員（派遣防火隊員）、横須賀市北

消防署員等からの聞取り調査 
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［資料８］



 

イ 火災現場の調査 
ウ 海上自衛隊呉造修補給所貯油所による塵芥の分析調査 
エ 装備機器のメーカー等による焼損した機器の調査 
オ 神奈川県警科学捜査研究所所員及び総務省消防庁消防大学校消防研究セ

ンター研究官の協力を得ての現場調査 
カ 「しらね」ＣＩＣ内にあった一部の物品と同種同等のものの燃焼確認実

験 
 

４ 火災発見前後から鎮火までの状況 
(1) 発見前の状況 

１２月１４日（金）、ＣＩＣ内で翌日からの出港のための準備作業を行って

いた電測員（注２）３名は作業を終え、午後８時頃ＣＩＣから退室した（２名

が先に、次に 1 名が退室）。その際、電測員のうち１名（保全当直員）は、

最後に退室した電測員に左舷後部脱出口は閉めたと述べ、さらにその他のド

アの施錠を指示した。指示を受けた電測員は、右舷前部入口ドアは締まって

いると誤って思い込み施錠されているか確認せず、自分が退出する際に通過

した右舷後部入口ドアについては、施錠したか否かの記憶はないと証言して

いる。また、午後８時４５分頃に当直士官である航海長が、午後９時頃に飛

行士が、午後９時３０分頃に射撃管制員がそれぞれ右舷前部入口ドアを解錠

することなく開け、ＣＩＣ内に入り書類を配布しており、また、右舷後部入

口ドアは、火災発見後「しらね」乗員が消火活動を行う際、解錠することな

く開けていることから、右舷前後部入口ドアは施錠されていなかったものと

判断される。 
なお、左舷後部脱出口も消火活動の際、電測員長が外側から開閉ハンドル

を前後左右に強く振動させることを何度か試みることにより開けており、内

側の閉鎖ロックピンが確実に挿入されていなかった可能性が高い。 
ＣＩＣ内に入った航海長、飛行士、射撃管制員の３人は、「室内は、無人で

室内灯が点灯しており、火災につながるような異常はなかった。」旨の証言を

している。 
また、舷門当直員による艦内巡視（注３）については、午後６時頃及び午後

８時３０分頃に実施し、艦内巡視経路上は異常なかった。なお、ＣＩＣの前

部通路は通るものの、ＣＩＣ内は巡視経路には含まれていない。 
（注２）「電測員」：ＣＩＣにおいて、主としてレーダー等の情報の収集、作図、整理及

び配布等を行う。 
（注３）「艦内巡視」：舷門当直員が、保安、警戒等のため、昼間においては随時、夜間

においては２時間毎に艦内を巡回し、異常の有無を当直士官に報告するものであ

る。 
巡視経路（「しらね」）は、舷門、格納庫、ミサイル甲板、艦橋、電信室前通路、

アスロック甲板等である。 

 - 68 -



 

(2) 発見時の状況 
「しらね」の第１電信室で電信当直中の３等海曹が、ゴミ処理のため隣接

する無線電話機室に行った際、異臭を感じ、確認のためＣＩＣ機器室（ＣＩ

Ｃ下部区画）に行ったところ、ＣＩＣ左舷後部入口に続くラッタル（階段）

から煙が降りてくるのを視認し、午後１０時１９分頃、当直士官（注４）に報

告した。当直士官は、午後１０時２２分に在艦員による消火活動を開始する

ため、直ちに防火部署（注５）を発動した。 
（注４）「当直士官」：艦長が、原則として１等海尉以上の幹部自衛官のうちから任命す

る。当直士官は、当直員を指揮し、主として艦内の保安、警戒及び規律・風紀の

維持に任ずるとともに、艦の状況を把握して、緊急の事態に即応できるよう備え

る。 
（注５）「防火部署」：火災発生時の乗員の役割分担及び対処手順を艦艇ごとに「防火部

署」として定めたもの。 

(3) 発見時の報告、通報等 
ア 部 内 

火災発見時、部隊等が実施した報告、通報等は次のとおりである。 
１２月１４日（金） 
午後１０時２５分頃：「しらね」から第１護衛隊群司令部に報告 
午後１０時２８分頃：第１護衛隊群司令部から護衛艦隊司令部に報告 
午後１０時３０分頃：護衛艦隊司令部から自衛艦隊司令部に報告 
午後１０時３２分頃：「しらね」から横須賀地方総監部オペレーションル

ームに報告 
午後１０時３３分頃：艦長に報告 

（官舎において火災の報告を受けた艦長は、午後１

１時０7 分に帰艦し、以降消火活動の指揮を執っ

た。） 
午後１０時４５分頃：自衛艦隊司令部から海上幕僚監部オペレーション

ルームに報告 
午後１０時５７分頃：海上幕僚監部オペレーションルームから中央監視

チーム（内局運用当直員を含む。）に報告 
午後１１時００分頃：内局運用当直員から運用企画局運用支援課部員に

通報 
午後１１時０３分頃：海上幕僚監部オペレーションルームから海上幕僚

長に報告 
午後１１時２５分頃：内局運用当直員から運用企画局事態対処課課員に

通報 
午後１１時４７分頃：運用企画局事態対処課課員から防衛大臣秘書官に

報告 
１２月１５日（土） 
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午前 ０時００分頃：海上幕僚長から防衛大臣に報告 
イ 部 外 
  横須賀地方総監部が実施した、部外への通報等は次のとおりである。 
  １２月１４日（金） 

午後１１時３０分頃：海上保安庁第 3 管区海上保安本部に通報 
午後１１時３０分頃：付近住民の通報による横須賀市消防局からの問い

合わせを受け「しらね」火災の状況を説明 
（午後１１時４０分頃：横須賀市消防局が横須賀警察署に通報） 
１２月１５日（土） 
午前 ０時５８分頃：神奈川県庁に通報 
午前 １時１４分頃：米海軍横須賀基地に通報（米海軍渉外連絡官経由） 
午前 ２時３７分頃：横須賀市役所に通報 
なお、「しらね」は部外への通報を実施していない。 

 (4) 消火活動の状況 
ＣＩＣ内に進入、放水することのできる主要な入口は、艦橋に通じる右舷

前部入口、ＣＩＣの後方下部区画にある搭乗員待機室に通じる右舷後部入口、

同じくＣＩＣの下部区画にあるＣＩＣ機器室に通じる左舷後部入口及びＣ

ＩＣ後部のミサイル甲板に通じる左舷後部脱出口の４カ所である。消火活動

は、これらの入口及び甲板開口部からの放水により行うと同時に、ＣＩＣの

外壁等を水流で冷却することにより実施した。 
ア ＣＩＣ右舷前部入口からの消火活動  

(ｱ) 防火部署発動（午後１０時２２分）直後の午後１０時２３分頃、「し

らね」乗員が、初期消火のため可搬式ＣＯ２消火器を持参して右舷前部

入口からＣＩＣ内へ約１～２メートル入ったが、既にＣＩＣ内には煙が

充満しており、目を開けていられない状態であったため、可搬式ＣＯ２

消火器による消火活動は困難であると判断し、ＣＩＣから直ちに退出し

た。 
(ｲ) 防火部署発動６分後の午後１０時２８分頃に、「しらね」ＯＢＡチー

ム（注６）（４名で編成）による本格的消火活動を右舷前部入口から開始

した。同チームは、手順に従い高速水霧による本格的消火活動を企図し

たが、ＣＩＣ内には、既に熱気と煙が充満しており、ＣＩＣ内への進入

は困難であった。そのため、右舷前部入口ドアの外側からＣＩＣ内へ放

水していたが、それも困難な状況となったことから、午後１０時４０分

頃、右舷前部入口からの消火活動を一時中断した。その後、何度か進入

を試みたが、午後１１時２０分頃に至り、右舷前部入口からの消火を断

念した。 
（注６）「ＯＢＡ」：艦内で火災が発生し煙が充満した状況で消火活動をする場合に用い

る酸素呼吸器。ＯＢＡ員は、防火服にＯＢＡを装備し、消火活動に当たる。 

イ ＣＩＣ左舷後部入口からの消火活動 
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午後１０時３０分頃、「しらね」ＯＢＡチーム（２名で編成）がＣＩＣ左

舷後部入口に続くラッタルを上り上半身をＣＩＣ内に入れ、直射流でハッ

チ付近から放水を開始したが、ＣＩＣ内には熱気と煙が充満していたため、

３０秒程度で交代しつつ放水を継続した。その後、海洋観測艦「ふたみ」

ＯＢＡチーム（５名で編成）が合流し、ＣＩＣ内の視界がまったくない状

態で消火活動を継続した。しかし、消火活動があまり効果を上げていなか

ったこと及びこのまま作業を続けるとＯＢＡ員が被害を受ける可能性があ

ったことから、艦長の指示により、午後１１時５５分頃、ＯＢＡ員を後退

させ、左舷後部入口からの消火を断念した。 

ウ ＣＩＣ右舷後部入口からの消火活動 
「しらね」ＯＢＡチーム（２名で編成）は、少し開いた右舷後部入口ド

アから炎が見えたため、午後１１時０９分頃、ラッタルを半分程度まで上

がり入口に向けてアプリケータ（低速水霧）（注７）を用い消火活動を開始

したが、熱気と煙が充満しておりＣＩＣ内には進入できず、アプリケータ

を差し込んで炎に向け放水を行った。その後、「ふたみ」ＯＢＡチーム（３

名で編成）が合流し消火活動を支援していたが、午前０時頃、消火活動が

あまり効果を上げていなかったこと及びこのまま作業を続けるとＯＢＡ員

が被害を受ける可能性があったことから、艦長の指示により、右舷後部入

口からの消火を断念した。 

（注７）「アプリケータ」：放水のための筒先を延長するための直径２．５ｃｍの鋼管又

はステンレス鋼管であり、先端がカギ状に曲げられており、先端には低速水霧

を発生させる器具が取り付けられている。 

エ 横須賀市消防局消防隊の到着 
午後１１時３５分頃に横須賀市消防局の消防隊（以下「消防隊」という。）

が到着したことから、以降、消火活動の支援を得ることとなった。 

オ ＣＩＣ左舷後部脱出口からの消火活動 
「しらね」ＯＢＡ員は、午前０時４５分頃、消防隊とともにＣＩＣ左舷

後部脱出口からの消火活動を試みたが、熱気と煙によりＣＩＣ内へ進入す

ることが困難であったため、脱出口から進入しての消火活動を断念し、脱

出口外側からＣＩＣ内への消火水の放水を開始した。 
カ 甲板の開口による消火活動 

右舷前後部入口及び左舷後部入口からの消火活動が困難となり、また、

ＣＩＣ及び隣接区画の密閉による空気の遮断は、構造的に不可能であるこ

とから、区画の密閉による消火も困難であった。 
午前０時３６分頃、艦長は、他に有効な消火法もなく、消防隊指揮官か

らの助言もあり、ＣＩＣ内に空気が流入し火勢を強める可能性があるもの

のＣＩＣ上部甲板及び外壁を開口、開口部から消火水を注入しての消火を

実施することとし、艦長の監督のもと、消防隊員が消防隊の保有するエン

ジンカッター（注８）で甲板及び外壁を開口することとした。 
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なお、「しらね」の装備する切断機は、ガスバーナーにより切断するもの

であり、船体を冷却するための海水が流れている甲板上では使用できなか

った。 

消防隊は、午前０時４１分頃からＣＩＣの上部甲板及び後部外壁を順次

開口し、消防隊と「しらね」ＯＢＡチーム（４名で編成）は、協力してＣ

ＩＣ内への直接放水を開始した。甲板の開口は火勢を強めることのないよ

う、ＣＩＣ内の火勢が強く甲板の温度が上昇している部分に限定して行い、

そこから放水しつつその効果を確かめながら開口部の数を増やし、最終的

に午前２時５１分頃、５個目の開口を完了した。 
（注８）「エンジンカッター」：小型エンジンを動力源とし、円盤形の切断刃を高速回転

させて鉄材、コンクリート等を切断するもの。 

キ 甲板冷却の状況 

午後１０時４０分頃以降、近傍の在泊艦艇から派遣された防火隊及び「し

らね」乗員により、ＣＩＣ外壁及び上部甲板、更に隣接区画の冷却を継続

していた。午前１時１５分頃から横須賀港務隊のえい船２隻及びその後横

須賀海上保安部巡視艇の協力を得て「しらね」艦橋構造物右舷側の冷却を

実施した。 

ク 火災の鎮火 
５カ所の開口部からの直接放水を続けた結果、午前４時頃、依然、熱気

と煙が充満していたものの、「しらね」ＯＢＡチームが進入可能な状態とな

ったため右舷後部入口から進入を開始し、消火活動を実施した。また、引

き続き消防隊員も同様に進入し消火活動を実施した。 
その結果、火災は午前５時０６分鎮火した。（注９） 

（注９）午前５時０６分は「しらね」艦長が現場からの報告を受け鎮火と判断した時間

である。横須賀市消防局は残火の確認を行うとともに再燃のおそれのないことを

確認し、午前６時１９分を鎮火時間としている。 

 
５ 火災による被害等 

(1) 人的被害 
消火活動に従事した「しらね」乗員２名及び他艦からの派遣防火隊員２名

が煙を吸い込み、不調を訴えたため、自衛隊横須賀病院に搬送し、医官の診

断の結果、一酸化炭素中毒の疑い等もあることから、所要の治療を実施した

が、後日、一酸化炭素中毒ではないと診断され既に退院している。 
(2) 装備機器及び船体の被害 

ＣＩＣ内の装備機器は火災及び消火水により全損しており、ＣＩＣ隣接区

画内の装備機器の一部が消火水及び煙により使用不能となっている。 
また、ＣＩＣの船体の一部が火災による熱のため、損傷している。 
被害の細部は専門的な検査の結果を待つ必要があるが、その概要は、別紙

のとおりである。 
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(3) 保管図書等の被害 
ＣＩＣ内の鋼製ロッカー（以下、「文書保管庫」という。）に格納されてい

た「秘」を含む図書及び文書類は、完全に焼損している。一方、上記の図書

及び文書類については、火災発生当日に艦長による点検が行われ異常がなく、

文書保管庫に格納されていた。また、火災鎮火直後に文書保管庫を確認した

ところ、施錠されていた形跡が残っていたこと、及び当該文書保管庫の鍵が

所定の場所に納められていたこと等から、火災発生の前後において紛失した

おそれはないものと判断される。 
なお、当該秘文書や機器に蓄積されているデータは、原本や同種同等のも

のが別途保存されており、今回の火災により文書・データが焼損したことが、

海上自衛隊の任務遂行に支障を及ぼすことはないものと判断される。 
 

６ 火災の原因 
(1) 出火箇所 

以下のＣＩＣ内の焼損等の調査結果から、ＣＩＣ右舷後部が最も激しく燃

えたと考えられ、ＣＩＣ右舷後部が出火箇所と推定される。 
ア 天井・壁面の防熱材の焼損状況から、右舷後部が最も損傷が激しく高温

に晒されていた可能性が高い。 
イ 通風ダクト（アルミニウム製）の脱落の傾向は、右舷後部になるにつれ

顕著である。 
ウ 天井フレームの熱膨張による湾曲の形状から、右舷後部に最も高い熱源

が存在した可能性が高い。 
エ 装備機器の焼損状況は、右舷後部ほど被害が大きく、特に右舷後部の装

備機器については機器下部まで溶解した跡が認められた。 
オ 右舷後部の床面マットの一部は溶解したり、焼失しているが、その他の

箇所については焼損が認められない。 
カ 内側の熱源によって生成した外壁等の加熱痕は、右舷後部にのみ発生し

ていることから、右舷後部に最も高い熱源が存在した可能性が高い。 
(2) 出火原因 
ア 各調査の結果 

出火原因として考えられる①煙草、②放火、③電気関係機器について調

査を行い、その結果は以下のとおりであった。 

(ｱ) 煙 草 
「しらね」においては、定められた場所のみにおいて喫煙するよう指

導されており、ＣＩＣは禁煙場所であったことから、乗員は日常からＣ

ＩＣ内で喫煙していなかった。また、現場調査の結果からも吸殻や灰皿

の残骸など喫煙を裏付けるものは発見されておらず、出火原因として煙

草の火の不始末の可能性は極めて低いものと判断される。 
(ｲ) 放 火 
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乗員からの聞取り調査の結果、証言に疑いのある者、あるいは不審者

を見たという証言等、放火につながる関連情報は得られていない。また、

出火推定箇所の床面の塵芥を海上自衛隊呉造修補給所貯油所において分

析した結果、船体塗料以外の油分及びアルコール分の含有は認められな

かった。 
以上のことから、放火の可能性は極めて低いものと判断される。 
さらに、警務隊も、神奈川県警の協力を得ながら捜査を行っているが、

放火を疑う情報がないこと、及び同県警による鑑定の結果、火災現場か

ら採取した消火水、その他の残渣には、油分及びアルコール分の含有は

認められなかったことから、放火の可能性は極めて低いものと判断して

いる。 
(ｳ) 電気関係機器 

ＣＩＣ右舷後部にあった電気関係機器は、①電源系統（固定配線、電

路分岐箱）、②装備機器（パルス増幅シンボル発生器、ワークステーショ

ン、連接制御器、無線付加器及びファンコイルユニット）、③冷蔵庫及び

冷温庫、である。  
① 電源系統及び装備機器 

    以下のことから、出火原因ではないと判断される。 
a) 電源系統のうち、固定配線については、電線にショートの形跡が

ないこと及び保護用ヒューズは、火災により電線が焼損したことに

よる溶断と判断できることから、固定配線からの出火ではないと判

断される。 
電路分岐箱については、導入電線からの延焼により焼損したもの

とみられ、内部出火の跡は見られないことから電路分岐箱からの出

火ではないと判断される。 
b) 装備機器については、焼損箇所の観察の結果、電源部のトランス

等に出火、燃焼の跡が見当たらず、外部から熱せられた跡しかない

ことから、これらの機器からの出火ではないと判断される。 
なお、製造メーカーで実施した調査の結果も同様であった。 

② 冷蔵庫及び冷温庫（注 10） 
以下のことから、冷温庫付近が最も早く燃え出したことが疑われる

が、出火部位の特定はできず、冷蔵庫又は冷温庫が出火原因であった

かについては断定できなかった。 

a) ＣＩＣ右舷後部外壁には、長時間熱せられ生成されたと考えられ

る加熱痕が複数できていた。ＣＩＣ外壁の冷却作業に従事していた

乗員から加熱痕の生成順序について聞取り調査した結果、加熱痕が

最初に生成したのはＣＩＣ後部外壁の右舷側隔壁灯周囲であり、こ

の位置は、冷温庫が置かれていた位置と一致するものであった。ま

た、右舷後部の火災後の状況のうち、冷温庫の直上の文書保管庫に
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残っていた炎の痕跡は、冷温庫付近から周囲のものに延焼していっ

たのではないかと推測させるものとなっていた。さらに、冷蔵庫の

底面部の焼損状況等は冷蔵庫は上から下に燃焼したと推測させるも

のとなっていた。 
なお、消防研究センター研究官からも現場の状況から冷蔵庫、冷

温庫の方向から延焼が拡大したという見方について不自然さはない

旨所見を得ている。 

b) 火災による冷蔵庫及び冷温庫の焼損状況が激しく、部品の焼損状

況の調査からは出火した痕跡の確認をすることができなかった。ま

た、警務隊が、神奈川県警科学捜査研究所所員等の立会の下、専門

的見地からの助言を得つつ、残存していた部品の実況見分をした結

果においても、出火部位及び出火原因の特定はできなかった。 

（注 10）冷温庫は、冷蔵庫の上に置かれており、缶コーヒー等を保温するために冬

場に使用されていた。 

イ 結 論 
   以上のことから、煙草及び放火による出火の可能性は極めて低いと判断

しており、電源系統及び装備機器についても出火原因ではないと判断され

る。 

冷蔵庫及び冷温庫については、冷温庫付近が、最も早く燃え出したこと

が疑われる。一方、冷蔵庫及び冷温庫は焼損状況が激しく残骸からの出火

部位の特定はできず、冷蔵庫又は冷温庫が出火原因であったかについては

断定するには至らなかった。 

 
７ 要因分析 
 (1) 火災鎮火までに時間を要したことの分析 

ア 火災発見が遅れたことの分析（火災警報装置の未装備等について） 
火災警報装置は火災感知器と応急監視制御盤等から構成され、昭和５２

年度計画護衛艦以降装備している。このうちセンサーである火災感知器に

ついては、火災の発生する可能性が高い区画や航海中常時配員がない区画

に設置してきた。このような考え方から、昭和５２年度計画護衛艦以降の

艦艇においても、ＣＩＣについては航海中常時配員しているため、火災感

知器は設置されてこなかった。 
「しらね」は昭和５０年度計画護衛艦であることから、火災警報装置は

装備されていなかった。仮に火災警報装置が装備され、かつＣＩＣに火災

感知器が設置されていれば、より早い段階で火災が発見できた可能性があ

り、比較的短い時間で消火ができたものと考えられる。 

イ 消火活動からの分析 
火災発見（午後１０時１９分頃）３分後に防火部署を発動し、午後１０

時２３分頃には、初期消火員がＣＩＣ内に進入したが、既にＣＩＣ内には
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煙が充満していたことから、初期消火ができず、午後１０時２８分頃から

本格的消火活動に移行した。 
しかしながら、ＣＩＣへの本格的消火活動も、煙と熱気のため右舷前後

部入口及び左舷後部入口からＣＩＣ内への進入ができず、ＯＢＡ員が被害

を受ける可能性もあったことから断念した。午前０時３６分頃に艦長は、

上記４（４）カに述べたとおり、ＣＩＣの上部甲板等を開口し、直接放水

による消火を実施することとした。この消火方法は有効なものであったが、

十分な効果は得られなかった。 
その理由は、甲板開口による新たな空気の供給は火勢を強めることとな

るため甲板の開口は最小限にとどめたこと、開口した場所からの放水は消

火水の到達範囲が限定的であったこと、及び大量の煙のため火点の位置が

不明であったことによるものであった。 
そのため、火勢が弱まりＯＢＡ員が進入可能な温度になるまでに時間を

要し、午前 4 時頃になりＯＢＡ員が進入して消火を行い、午前５時０６分

に鎮火したものである。 
艦船において、初期消火で対応できず、火勢が拡大してしまった場合に

は、密閉消火、あるいは、今回のような甲板開口部からの消火とならざる

を得ず、鎮火までに時間を要することとなる。 
ウ ＣＩＣに煙と熱気が比較的短時間に充満したことの分析 

「しらね」のＣＩＣには機器類及び救命胴衣等の難燃性の物と書類・図

書等の紙類、棚等の木材、プラスチック類の可燃物等が混在していた。 
難燃性の素材（合成樹脂）を使用しているＣＩＣ内の救命胴衣等は、発

火点が高く燃えにくいものの、一定以上の高温にさらされると熱分解を起

こし、一旦発火すると普通の合成樹脂同様、短時間に大量の熱と煙を発生

させ、燃焼する。 
なお、消防研究センターの燃焼実験場での救命胴衣や毛布等の燃焼確認

実験においてもこのことを確認した。 
一方、冷蔵庫の上に置かれていた冷温庫の付近から最も早く燃え出した

とした場合、冷温庫の付近から出火した後、周囲にあった図書等の可燃物、

さらには救命胴衣や天井に張られた配線を延焼させつつ、強い熱と煙を発

生させ、その後、周辺の機器類等を順次延焼させていったというような状

況が生じていたとの推測も成り立つと考えられる。 

以上のように、可燃物、救命胴衣及びその他の難燃性の機器類等が燃え、

比較的短時間にＣＩＣに熱と煙が充満したものと考えられる。 

 (2) 消火に関する分析 
ア 消火指揮に関する分析 

乗組員総員が在艦する場合と異なり、艦長及び乗組員の一部が不在とい

う状況で発生した今回のＣＩＣ火災に対する消火指揮は、在艦先任幹部の

統制のもと当直士官が執り、艦長帰艦後の午後１１時０７分頃以降、艦長
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に引き継がれた。格納庫付近で指揮を執った艦長は、通常防火部署におい

て使用する艦内マイク（注 11）及び無電池電話（注 12）の一部が不通となっ

たため、各部からの報告による火災及び消火活動の状況把握、また命令・

指示の伝達に時間を要した。 
十分な通信が確立されていたならば、鎮火までの時間が短縮できたとは

一概には言えないが、通常の消火活動のみならず戦闘に際しては、通信系

統の確保は最重要課題であり、いかなる状況においても通信の確保ができ

るよう、平素から十分に検討しておく必要がある。 
   （注 11）「艦内マイク」：艦内各区画や甲板等にいる者に対し一斉に命令等を伝達するた

めの通信装置  
  （注 12）「無電池電話」：永久磁石を使用し、音声（振動）エネルギーを電気エネルギー

に変換し通話できる有線の通話装置 

イ 消火活動に関する分析 
火災発見後３分後には、当直士官の指揮のもと停泊時において乗員の一

部が不在になることを前提とした防火部署を発動し、発動から１分後には、

初期消火員が、充満した煙のため活動を阻止されたものの、ＣＯ２消火器

による初期消火を試みている。また発動６分後には、ＯＢＡ員による本格

的消火活動を開始している。この間、指揮官からの命令伝達に一部時間を

要した場面があったが、ＣＩＣ各入口から消火活動をしたＯＢＡ員は、日

頃の訓練に基づき、所要の消火活動を実施している。この後、ＯＢＡ員に

よる直接的な消火活動を断念し、甲板等開口による消火水の注入による消

火活動に移行している。 
以上のことから、今回の消火活動は防火部署等に従い可能な限りの対応

をしたものと判断される。 
ウ 防火訓練に関する分析  

艦内における火災は、護衛艦にとって最も危険な事案であり、通常から

艦内における防火訓練は頻繁に実施している。しかしながら、防火訓練を

実施する際、火災発生の可能性が高いと考えられる艦内居住区又は機械室

等を火災発生場所として想定する傾向にあり、ＣＩＣを火災発生場所とし

て想定する防火訓練は少なかった。また、ＣＩＣにおいて実施された防火

訓練は、航海中には常時乗組員が配員されていることを前提とし、ＣＯ２

消火器による初期消火に重点をおいて、実施されていた。さらに、防火部

署における指揮官と火災現場との通信が一部不通となる想定の訓練は実施

しているものの、多くの場合、不通となった通信はすぐに復旧するとの想

定であった。 
したがって、これまでの防火訓練は、今回の火災に十分対応できるもの

とはなっていなかった。 
 (3) 消火設備等に関する分析 

ア 消火設備 
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本火災では、初期消火で対応できず、鎮火までに時間を要し、ＣＩＣの

機器を全損した。したがって、被害が大きくなることが予想される重要区

画には、初期消火で対応できない場合に備え有効な消火設備の設置を検討

する必要がある。 
イ 防火用個人装備品 

部署発動後ＯＢＡ員がＣＩＣ内に進入を試みたが、既に熱気と煙が充満

しており、進入できなかった。その理由の一つとして、艦艇における現用

の防火服は、顔面を完全に防護する仕様にはなっていないため、顔面の一

部が熱気や蒸気にふれるおそれがあったこと、また、マスクが熱や煙によ

り変色し、視界が著しく低下したことがあったものと考えられる。 
(4) 艦内における家電製品の分析 

ア 護衛艦に家電製品を持ち込み、使用する場合は、事前に申請を行い、適

正と認められたものについて許可を行うように定められており、「しらね」

においても小型電気器具（非装備品）使用管理規則に手続きを定めていた。 
イ 「しらね」のＣＩＣ内の冷蔵庫は、共同で使用するため、平成１７年２

月から３月にかけて電測員全員で購入し、上記規則の手続きを経てＣＩＣ

内に持ち込んでいたものであった。一方、冷温庫については、平成１７年

１月頃に電測員が持ち込み、電測員全員が共同で使用していたが、上記規

則に反し、使用申請はなされていなかった。 
ＣＩＣ区画内での電気器具の使用責任者は電測員長であることから、未

申請の冷温庫の使用を看過することなく、適正な手続きを実施すべきであ

った。 
ウ また、冷蔵庫、冷温庫の定格電圧はＡＣ１００Ｖであったが、艦が供給

している電圧はＡＣ１１５Ｖであり、本来、変圧器を用いてＡＣ１００Ｖ

に変換して使用すべきであったが、これを行っていなかった。 
自衛艦乗員服務規則では、船務長は、船務科員に対し事故防止に関する

指導教育を行い、監督する責務を有しており、変圧器を使用する等の指導

を実施すべきであった。 
(5) 報告、通報に関する分析 

ア 部 内 
「しらね」火災の第一報は、午後１０時１９分頃、「しらね」の乗員が煙

を視認し、順序を経て上級司令部に報告され、海幕オペレーションルーム

へは午後１０時４５分頃に報告された。海上幕僚長へは午後１１時０３分

頃に報告され、防衛大臣へは１２月１５日、午前０時００分頃に海上幕僚

長から報告された。海幕オペレーションルームの当直員は、「しらね」火災

の報告を受け、防衛大臣秘書官へ直接報告すべきであった。 
イ 部 外 

火災が発生した「しらね」は、午後１０時２２分防火部署を発動、消防

署等へ通報することなく、消火活動を実施していた。同艦からの黒煙を見
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た市民から通報を得た横須賀市消防局からの横須賀地方総監部への問い合

わせに対して、午後１１時３０分頃、火災の状況を説明した。 
今回のような火災が発生した場合は、艦船事故調査及び報告等に関する

訓令第６条の規定に基づき、事故艦船の長等は直ちに当該事故の状況を海

上保安庁その他の救助機関に通報すべきであり、今回の「しらね」の火災

事案では、それが適切に履行されたとは言えない。 
(6) ＣＩＣの入口ドアが未施錠であったことの分析 

ＣＩＣは、保全を要する区画として、停泊中は、保全当直員を配置し、退

室する場合は、当該区画を施錠することとされている。「しらね」においても、

保全当直要領を定め、ＣＩＣの保全当直員は、区画入口扉の施錠を確実に実

施した後、退室することとされている。 
電測員からの聞取り調査の結果、次のことが確認された。 
出港前日には出港準備のため忙しく、また、多くの乗員がＣＩＣを出入り

することもあり、以前はＣＩＣのドアを施錠しなかったこともあった。しか

し、平成１８年４月以降保全態勢に関する指導が強化されたのに伴い、ＣＩ

Ｃを含め保全区画の施錠についても指導が強化され、最後にＣＩＣを出る保

全当直員により施錠されていた。また、電測員の一人は、防火部署発動時、

ＣＩＣは鍵が掛かっていて中には入れないと思い、鍵を保有している副直士

官を探したとのことであった。 
さらに、事故調査委員会は、横須賀地区において数日間、数回にわたり延

べ５４隻の在泊艦艇のＣＩＣの施錠状況を抜き打ち検査した結果、保全当直

員が退室した艦艇のＣＩＣはすべて施錠されていた。なお、検査時に便所又

は居住区等に行くためにわずかな時間、保全当直員が施錠することなくＣＩ

Ｃを出て、無人にしていた艦艇が延べ４隻あった。 
しかしながら、消火活動に際し、解錠することなく右舷前後部の入口ドア

を開けており、２つのドアは未施錠であった。最後にＣＩＣを出た電測員は、

保全当直員からドアの施錠を指示されたにもかかわらず、確認することなく、

右舷前部入口ドアは締まっていると思い込んでいた。また、自分が退室する

際に通過した右舷後部入口ドアについても、施錠したか否かの記憶はないと

証言している。 
また、保全当直員であった電測員は、日中、作業のため一時的に脱出口を

開けたが、ＣＩＣを退室するときに最後にＣＩＣを出た電測員に対し左舷後

部脱出口は閉めたと述べている。しかし、消火活動中、消防隊員とともに左

舷後部脱出口からの放水を企図した電測員長が、脱出口の外側から開閉ハン

ドルを前後左右に強く振動させることを何度か試みたところ開いたことから、

左舷後部脱出口の閉鎖ロックピンの挿入も不完全であった可能性が高い。 
施錠の指示を受け最後にＣＩＣを出た電測員及び保全当直員も、両者の証

言によれば、ＣＩＣを退室する場合には施錠しなければならないとの認識は

有していた。しかし、ＣＩＣを最後に出た電測員の施錠されているとの勘違
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いや確認不十分により２つのドアは未施錠であった。また、左舷後部脱出口

についても、保全当直員はピンの挿入の確認を十分に行わなかった可能性が

高い。両電測員は、確実に施錠がなされているか、ピンが挿入されているか

を確認する意識が不十分であったと判断される。 
また、電測員が退室して以降３名の乗員がＣＩＣ内に入ったときに、右舷

前部ドアが未施錠であることを承知しながら、３名とも特に対応をとってい

ない。当直士官は保全当直員に対し施錠を確実に行うよう指導すべきであり、

また、それ以外の者はＣＩＣ内が無人で施錠されていない旨、当直士官へ報

告する必要があった。 
 

８ 再発防止策等 

(1) 艦内巡視の厳格な実施 

停泊中の艦内巡視要領を見直し、火災感知器が未設置の重要な戦闘区画等

を巡視経路に追加するとともに、本火災では約５０分の間に初期消火ができ

ないほど火勢が拡大したことにかんがみ、これまで夜間においては２時間が

標準であった巡視間隔を３０分とし、チェックリスト等を用いて各区画の異

常の有無を確実に確認するなど、艦内巡視を厳格に実施することにより、火

災の未然防止、発生時の速やかな発見に万全を期すこととした。 
なお、火災感知器等が設置された場合は、それに応じた見直しを行うこと

とする。 

(2) 戦闘区画への可燃物持込みの厳格化 

戦闘艦であることを念頭にあらゆる可燃物の局限を図る。特に戦闘区画に

は必要最小限の文書等のみを保持することとする。 
また、装備機器を除く家電製品等の戦闘区画への持込みについては、「し

らね」において冷温庫の使用申請がなされておらず、また、艦の供給する電

圧はＡＣ１１５Ｖであったが定格電圧ＡＣ１００Ｖの冷蔵庫、冷温庫を変圧

器を接続することなく使用していた。そうしたことにかんがみ、家電製品の

使用申請の手続きの審査を厳格化するとともに、適正に許可を得た家電製品

についても、適正な電源等、艦内での適切な使用について徹底した。 
(3) より実際的な訓練の計画、実施 

今回の火災を教訓として、ＣＩＣにおける本格的消火活動を含む、より実

際的な防火訓練の計画、実施に努める。 
(4) 消火設備等の改善等 

ア 火災感知器・警報装置の設置（増設） 
火災を早期発見するとの観点から、火災警報装置既装備艦については、

ＣＩＣ等への火災感知器の増設を検討する。また、同装置未装備艦につい

ては、火災警報装置の設置について検討する。 
イ 固定式消火装置の設置（増設） 

昭和５２年度計画護衛艦以降、固定式消火装置であるハロン消火装置に
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ついては一部の密閉区画に設置してきたところであるが、ＣＩＣについて

は、イージス艦等ごく一部の艦艇に装備されているのみである。このよう

な状況を踏まえ、早期消火及び被害局限の観点から、火災の拡大が戦闘力

の低下に直結するＣＩＣ等への固定式消火装置の設置等の必要性について、

既就役艦を含め、検討する。 
ウ 防火用個人装備品及び艦内通信装置の性能等の改善 

防火用個人装備品については逐次改善を実施し、現状においても高水準

のものを使用しているものの、性能、機能面で改善の余地がある。また、

艦内通信装置についても艦内マイク等の改善や更なる補完手段の確保の余

地がある。以上のことから、防火用個人装備品及び艦内通信装置の改善等

を検討する。 
(5) 報告、通報 

部内の報告、通報については、事故等が発生した場合、平成 20 年３月７

日付けで策定された「緊急事態等が発生した際の速報について（通達）」を含

む内部規則に定められているとおり、迅速確実な報告、通報ができるよう徹

底した。 
また、部外への通報については、「しらね」の火災のような事案が発生した

際、迅速かつ確実に部外への通報を実施するために、一義的には事故発生艦

艇の長が、海上保安庁、消防及び必要に応じ警察に対して通報し、併せて事

故発生場所を担当する地方総監部は、地方自治体に通報するとともに必要に

応じて（艦艇等の長が通報困難な場合等）海上保安庁、消防等に通報する体

制を確立すべく部隊に対し周知した。 
(6) 保全区画の確実な施錠 
  「しらね」火災発生当時、ＣＩＣで作業をしていた電測員は、保全当直要

領に従いＣＩＣから退室する場合は、施錠しなければならないとの認識はあ

った旨の証言をしているが、勘違い等によりその徹底を欠いた結果「しらね」

ＣＩＣは未施錠のままとなっていた。 
したがって、保全区画の確実な施錠を徹底するため、艦内巡視において保

全区画の施錠状況を点検するとともに、退室する保全当直員から鍵の返却を

受けた後、副直士官は、同保全区画の施錠を自らも確認することによりダブ

ルチェックを行うこととした。 
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別 紙 
 
 

船体及び装備機器の被害状況 
１ 概 要 

区  画 被害の状況 機器等の被害 
ＣＩＣ 全 焼 すべて使用不能 
ＣＩＣ機器室等６区画 冠 水 ほぼすべて使用不能 
ＴＤＳ機器室等５区画 わずかに浸水 一部の機器が使用不能 

 
２ 船体等の被害 

装備品等 被 害 状 況 
電 線 約４０００ｍ焼損、約３０００ｍ冠水等損傷 
壁、床、防熱材等 約５００㎡焼損、約３００㎡損傷、約２００㎡損傷

ほか家具類 
 
３ 装備機器 
  焼損、冠水による使用不能機器は以下のとおり。 

区 分 主 要 機 器 被害件数 
誘導武器関連 射撃指揮装置 

情報処理装置 
８ 件 

航海機器関連 航海レーダー 
ジャイロコンパス 
衛星航法装置 

３９件 

水中武器関連 水中攻撃指揮装置 
探信儀 
対潜情報処理装置 

１５件 

通信電子関連 水上レーダー 
対空レーダー 
無線機 
衛星通信装置 

８５件 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

総 合 取 得 改 革 推 進 プ ロ ジ ェ ク ト チ ー ム 

 

報 告 書 

 

 

 

 

 

平 成 ２ ０ 年 ３ 月 

 

防 衛 省 
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Ⅰ 序 

平成 15 年 9 月に防衛庁長官（当時）を委員長とする総合取得改革推進委員

会が設置され、それまでの調達改革等の成果も踏まえつつ、調達効率化施策

等を中心に総合取得改革の検討を進めてきた。同委員会は、検討した施策を

着実に実施に移すとともに、検討の進捗状況等について、平成 16 年 7 月及び

平成 17 年 3 月の２回にわたり中間報告を行っている。 

 

一方、最近においては、装備品取得をめぐる状況に変化が見られる。 

 

第一に、装備品の一層の高度化・複雑化に伴い、装備品の単価が上昇する

傾向がある一方で、我が国の財政事情は一段と厳しさを増してきている。こ

のような状況下、装備品取得単価の上昇が取得数量の減少につながり、さら

なる取得単価の上昇につながる一種の悪循環ともいうべき状況が生起してい

る。このため、各般のコスト抑制施策の一層の推進が喫緊の課題となってき

ており、装備品の構想から廃棄に至るライフサイクル管理の強化が必要にな

っている。 

 

第二に、透明性、公正性の一層の向上が従来にも増して求められるように

なってきている。防衛装備品の調達については、製造能力を有する企業が限

定されており、その結果、随意契約が多いことや秘密保全の必要があるなど

の制約の中、当省としてはこれまでも装備品の取得に係る情報の開示に努め

てきたが、今後、調達手続も含め一層の説明責任が求められている状況にあ

る。 

 

より良質の装備品をより安く取得することが総合取得改革の一貫したテー

マの一つであるが、上記のような状況の変化も踏まえ、総合取得改革の一層

強力な推進を図ることが必要となり、平成 19 年 10 月 18 日に、石破防衛大臣

により「総合取得改革の加速に関する大臣指示」がなされ、寺田防衛大臣政

務官を長とする総合取得改革推進プロジェクトチームが設置されたところで

ある。 

 

当チームにおいては、その設置後、輸入調達に係る過大請求等の事案が発

覚したことから、輸入調達問題への対応も含め、大臣指示事項に基づく各議

題について９回に及ぶ会合を開催し、議論を重ねてきた。本報告書は、これ

まで総合取得改革推進プロジェクトチーム会合の中で議論してきた施策等に

ついて取りまとめたものである。 
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総合取得改革の加速に関する大臣指示 

 

最新の軍事科学技術の動向を踏まえ、統合運用の進展や部隊のニーズ

に的確に対応した装備品等を効果的かつ効率的に取得することが必要で

ある。 
また、厳しい財政状況の下、より優れた装備品をより安く取得すべく、

国民への一層の説明責任を果たし得る公正かつ透明な制度の整備が求め

られている。 
このため、総合取得改革を加速すべく、総合取得改革推進プロジェク

トチームを設置する。同チームにおいて、下記の各事項について早急に

検討し、平成 20 年 3 月末日までに、その検討成果及び更に検討を要する

課題への取組方針を報告せよ。 
 

記 

 

１ 装備品等のライフサイクル管理の強化 

装備品等の構想、開発、量産、運用及び廃棄に至るライフサイクル

にわたり、一貫したコスト管理等を行うため、ライフサイクルコスト

を明示し、取得プロセスの節目で、性能、コスト等の要素を的確に評

価した意思決定を行うとともに適切な事後検証が行われる制度の整備

について検討せよ。 

また、その基盤となる組織及び人材育成の在り方について検討せよ。 

 

２ 効果的・効率的な研究開発の在り方の検討 

最新の軍事科学技術の動向や研究開発を巡る国際的な情勢を踏まえ

つつ、防衛構想に対応した効果的・効率的な研究開発を行うことが必

要である。このため、研究開発した装備品等が十分な効果を挙げてい

るかについて検証し、今後の研究開発の在り方について検討せよ。 

 

３ 調達・維持整備の効率化に向けた施策の強化 

装備品等の調達・維持整備について、統合運用の視点も踏まえ、一

括取得、民生品・民生技術の活用、民間委託の拡充、ＦＭＳの一層の

改善等効率化への更なる工夫と努力を推進し、具体的な達成目標を設

定しつつ、ライフサイクルコストの抑制に向けて、検討せよ。 

また、民間の効率化努力を促進すべく、原価計算方法の改善及びイ

ンセンティブ契約の拡大について検討せよ。 

 

４ 中央調達・地方調達の見直し 

部隊運用等の実情に即した効率的な調達の実施及び調達業務の透明

性の一層の向上を図るため、中央調達・地方調達の見直しについて検

討せよ。 
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５ 計画段階・調達段階の業務分担の在り方の検討 
装備品等の取得等に関する計画段階と調達段階との業務分担の在り

方について検討せよ。 
 

 

Ⅱ 会合の概要 

 

 日 時 場 所 議 題 

第１回 
平成 19 年 

10 月 18 日（木） 
第１省議室 

これまでの成果と今後の取組 

今後のスケジュール 

第２回 11 月 26 日（月） 第１省議室 
今後のスケジュール 

一般輸入の現状と問題点 

第３回 12 月 13 日（木） 第１省議室 
経費抑制のための具体的な設定目標について 

ライフサイクル管理の検討状況について 

第４回 12 月 19 日（水） 第１省議室 

経費抑制のための具体的な達成目標について 

一般輸入に係る当面の措置 

航空機機種選定手続等見直しの検討について 

第５回 12 月 26 日（水） 第１省議室 装備品等の技術研究開発に係る課題について 

第６回 
平成 20 年 

１月 18 日（金） 
第１省議室 

インセンティブ契約について 

地方調達に係る第三者監視について 

第７回 １月 30 日（水） 第１省議室 
一般輸入調達問題への対応について 

FMS の一層の改善について 

第８回 ２月 15 日（金） 
統合幕僚監部 

第１大会議室 

民間委託の拡充について 

防衛施設における PFI 事業について 

新たな研究開発評価プロセスについて 

第９回 ３月 10 日（月） 第１省議室 

新たな研究開発評価プロセスについて 

装備品等のライフサイクル管理の強化 

（組織及び人材育成の在り方の検討） 

中央調達・地方調達の見直し 

統合運用の視点に立った装備品取得 

装備品選定についての計画段階・調達段階の業

務分担の在り方の検討 

第10回 ３月 28 日（金） 第１省議室 
総合取得改革推進プロジェクトチーム報告書案

の審議 

 

上記の他、平成 20 年１月 31 日及び 2 月 4 日に、実施中の研究開発事業につ

いて、厳正な評価及び今後の取り組み課題に関わる議論を実施した。また、2月

14 日に、寺田防衛大臣政務官が、西口敏宏一橋大学イノベーションセンター教

授からプロジェクト管理手法についてヒアリングを実施した。 

 

なお、防衛省自衛隊 HP 内に、総合取得改革プロジェクトチームの HP が開設

されている（http://www.mod.go.jp/j/info/sougousyutoku/index.html）。 
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Ⅲ 各施策の内容 

１．一般輸入調達問題への対応 

（１）最近の一般輸入調達に係る事案 

（ア）山田洋行等による過大請求 

① 昨年 11 月 22 日、㈱山田洋行が、防衛省に納入した輸入装備品２件の

契約（注）について、過大請求を行っていたことが判明した。 

（注）ＵＳ－２用プロペラ整備用器材： 

契約金額約９００万円、メーカー作成見積額約５２０万円、

山田洋行から提出された見積額約８３０万円 

ＳＨ－６０Ｋ用航空機部品： 

契約金額約４００万円、メーカー作成見積額約２９０万円、

山田洋行から提出された見積額約３５０万円 

 

② これを受け、同社を取引停止とするとともに、同社との平成 14 年度以

降の他のすべての契約についても、見積書等の真正性を外国製造メーカ

ーに直接確認する調査を実施している。 

 

③ ㈱山田洋行以外の商社等についても、抽出調査を実施している。当該

抽出調査を通じて、極東貿易㈱との間の潜水艦搭載用通信アンテナに係

る契約計６件について見積書の偽造が、また、そのうち５件について過

大請求が判明し、本年 1 月 7 日に、同社を取引停止とするとともに、そ

の旨を公表した。これを受け、同社との平成 14 年度以降の他のすべての

契約についても、見積書の真正性を外国製造メーカーに直接確認する調

査を実施しているところである。 

 

（イ）チャフ・フレア射出装置に係る変更契約 

① 平成 12 年度におけるチャフ・フレア射出装置の調達契約に関し、㈱山

田洋行が米国の製造企業であるブリティッシュ・エアロスペース社（Ｂ

ＡＥ）の見積書を偽造し過大請求を行った疑義があったものの、最終的

に当時の防衛庁においては意図的、作為的な過大請求とまで断定するに

至らず、当初契約の減額措置のみを行った。 

 

② 当時の関係資料の精査、職員からの聴取、ＢＡＥからの情報提供等に

より、㈱山田洋行の過大請求事案として処理せず、減額変更のみを行う

ことだけで処理された経緯等について調査を行っている。 
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（ウ）Ｃ－Ｘエンジンの選定・調達 

① 航空自衛隊の次期輸送機（Ｃ－Ｘ）のエンジンについては、提案要求

に応じた３社（注）から寄せられた提案について選定手続きを実施し、平成

15 年 8 月の装備審査会議の審議を経て、米国ジェネラル・エレクトリッ

ク（ＧＥ）社のエンジンが選定された。 
（注）ジェネラル・エレクトリック社（代理店：㈱山田洋行）、プラット・アンド・

ホイットニー社（代理店：三菱商事㈱）、ロールスロイス社（代理店：新東亜交

易㈱） 
 

② 平成 16 年度、平成 17 年度に当該エンジンの米国ＧＥ社の販売代理店

である㈱山田洋行を契約相手方として、合計５台のＣ－Ｘ試作機用エン

ジンの調達を行った。本年度については、㈱山田洋行による過大請求が

判明したこと等を踏まえ、６台目のエンジンの調達を取り止めた。 
 

（エ）暗視装置問題 

航空自衛隊基地警備用の暗視装置を平成 18年 3月に一般競争により輸

入調達したところ、契約した暗視装置とは異なる製品が納入されたこと

が判明した。これを受け、本件契約を解除するとともに、取扱業者であ

る㈱サイエンステクノロジートレーディングを取引停止とした。 

 

（２）対応 

（ア）チェック機能の強化 

① 海外製造メーカーへの見積書等の直接照会 

一般輸入調達に係る水増しは、海外製造メーカー作成の見積書等の偽

造によってなされていたことから、見積書等の真正性の確認については、

海外製造メーカーに直接照会することが最も確実な方法である。このた

め、平成 19 年 12 月から、輸入品の売買契約に際し、直接海外製造メー

カーに見積書等の真正性を確認する措置をとることとした。 
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米国 日本

海外メーカー Ａ商社Ａ商社
米国子会社

防衛省

代理店契約

発注 買付指示 売買契約

ＦＯＢドル建 Ｃ＆Ｆドル建 指定先持込渡

円建
輸入者輸出者

米国輸出許可取得

契約の流れ

製品の流れ

契約の流れ

製品の流れ

図１ 輸入調達の仕組み（典型例）

 

 

② 特約条項の新設 

他方、上記の海外製造メーカーへの直接照会は、当該メーカーが防衛

省との契約当事者ではなく、契約当事者である商社等との間にも特段の

取極めがないことから（図１参照）、あくまでも任意の調査である。今後、

この調査の実効性を高めるため、商社等との間で、海外製造メーカーか

らの見積書等の原本提出及びこれらを海外製造メーカーに直接照会を行

うこと並びに海外の流通業者を介する場合においても海外製造メーカー

の見積書等の提出を義務付ける等を記載した特約条項を新設するなどの

施策を平成 20 年度から導入することとした。 

 

③ 輸入調達調査の導入 

国内製造メーカーについては、工数の把握等、原価計算の適正性の確

認を目的とした制度調査を平成 11 年度より実施してきており、過大請求

の摘発について一定の効果を発揮しているが、一般輸入調達においては

かかる調査は行ってきていない。このため、輸入調達の契約相手方とな

る商社等についても、商社等の有する経理会計システム上の記録と防衛

省に提出した見積書の照合を行うとともに、社内不正防止、法令順守体

制等について調査を行う輸入調達調査を、公認会計士等部外専門家を活

用しつつ、平成 20 年度より導入することとする。 

 

④ 品質証明書等の直接照会 

防衛省においては、一般輸入調達について、随意契約の見直しを行い、

原則として一般競争入札方式に移行してきているところであるが、他方
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で、前述の暗視装置の事案で真正でない物が納入される事案が発生した

ことを踏まえ、チェックの強化も必要である。このため、海外製造メー

カーに対する品質証明書等の直接照会を行うことを明記した特約条項の

新設を行うこととした。また、梱包された装備品については、全品開梱

又はこれに準じた方法で確実にチェックすることとし、平成 20 年度から

実施することとする。 

 

⑤ 本体価格構成の明確化 

前述のチャフ・フレア事案においては、㈱山田洋行が輸入品売買契約

の本体価格の中に役務（技術支援）費用が明示されずに含まれていたと

して契約額の減額申請をしたことにより、結果的に減額の変更契約で措

置された。このことから防衛省としても装備品等の本体価格の構成内訳

について明確にする必要があり、このため、平成 20 年度から本体価格と

役務に係る費用を別計上とすることを経理装備局長通知により省内の関

係職員に徹底するとともに、企業に対しても説明し、見積書の内訳を明

確にするよう求めることとした。 

 

⑥ 輸入調達事務の専担部署の新設等 

従来、装備施設本部（当時は調達実施本部）には一般輸入調達事務を

一元的に所掌する課が存在したが、現在は、航空機等の装備品の種類に

応じた組織編成をとっており、一般輸入調達事務の専任担当部署は存在

しない。このため、今般の一般輸入調達事案に係る事実確認や対応策の

立案・実施が必ずしも円滑に行われなかった面があったことも踏まえ、

装備施設本部に輸入調達事務の専担部署を新設することとし、平成 21 年

度概算要求を行うこととする。また、併せて、装備施設本部内において、

一般輸入を所掌する装備施設本部副本部長以外の副本部長に当該事務の

審査を所掌させることや監査課による輸入調達に係る部内監査強化も併

せて図ることによって、重層的・相互牽制的なチェック体制の整備を図

る。 

 

（イ）現地価格調査機能の強化 

① 輸入調達専門官の増員等 

装備施設本部では輸入調達専門官（米国駐在３名）が海外製造メーカ

ーを訪問し、価格妥当性の検証等の調査に従事している（現地価格調査）。

しかし、現状では、全契約件数に占める当該調査件数の比率は概ね一割

以下であり、機能強化を図ることが必要であるため、平成 20 年度に輸入
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調達専門官７名の増員を予定しているところである。また、装備施設本

部ＦＭＳ（有償援助調達）専門官を当該調査に活用する（図２参照）。 

図２ 在米連絡官の配置図（１９年度）

ＦＭＳ連絡官（海）
カリフォルニア州アラメダ

誘導武器連絡官（陸）
アラバマ州ハインツビル

ＦＭＳ連絡官（空）
オハイオ州
ライトパターソン空軍基地

ＦＭＳ連絡官（空）
ワシントンＤＣ

兵站連絡官（陸）
バージニア州
スプリングフィールド

ＦＭＳ連絡官（海）
ペンシルバニア州メカニクスバーグ

ＦＭＳ連絡官（空）
ペンシルバニア州フィラデルフィア

ＦＭＳ専門官（装本）
カリフオルニア州
サンマテオ
（サンフランシスコ）

ＦＭＳ専門官（装本）
ニュージャージー州
モアレスタウン

輸入調達専門官（装本）×２
ニューヨーク州ニューヨーク

輸入調達専門官（装本）
カリフォルニア州トーランス
（ロスアンゼルス）

ＦＭＳ専門官（装本）×２
バージニア州アーリントン
（ワシントンＤＣ）

装本
輸入調達専門官 ※３

７
ＦＭＳ専門官 ４

陸 上 自 衛 官 ２

海 上 自 衛 官 ４

航 空 自 衛 官 ３

合 計 １６

装本
輸入調達専門官 ※３

７
ＦＭＳ専門官 ４

陸 上 自 衛 官 ２

海 上 自 衛 官 ４

航 空 自 衛 官 ３

合 計 １６

ＦＭＳ連絡官（海）×２
ペンシルバニア州フィラデルフィア

※以上のうち、現状で一般輸入調達の価格調査に従事しているのは、装本の輸入調達専門官（3名）のみである。

 

② 各自衛隊調達関係連絡官の活用 

海外製造メーカーが中央調達と重複するため、従来、現地価格調査を

行ってきていない地方調達について、米国に駐在する各自衛隊の調達関

係連絡官を活用し、一般輸入調達に係る現地価格調査の充実・強化を平

成 20 年度から図ることとしている。 

 

③ 諸外国の調達動向の入手 

米国を含む諸外国の調達動向に係る情報については、従来、必ずしも

組織的に収集していなかったが、一般輸入、ＦＭＳを問わず、諸外国の

調達数量は輸入品の調達価格に大きな影響を与える。このため、平成 20

年度より、装備施設本部在米連絡官（輸入調達専門官及びＦＭＳ専門官）

及び米国に駐在する各自衛隊の調達関係連絡官を通じて関係情報を収集

する。その際、米国防省のみならず、ＦＰＧ（外国調達グループ、ＦＭ

Ｓ購入国のワシントン駐在連絡官をメンバーとする会議体）メンバー国

等からも入手できるよう努めることとする。 
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④ ＦＭＳ輸入監査の活用 

ＦＭＳの役務契約によって米国政府に米国製造メーカーの監査を依頼

することが制度上可能とされていることから、一般輸入の価格妥当性の

検証の一環として、かかる枠組の活用を検討する。 

 

（ウ）過大請求事案に対する制裁措置の強化 

過大請求事案に対する制裁措置について、現状においては、過払い額

の返還に加えて、過払い額と同額の違約金を徴収することとしているが、

過大請求事案に対する制裁措置の実効性を一層高めるために、違約金の

増額（２倍）を行い、平成 20 年度から実施する予定である。 

また、早期かつ確実な違約金の金額確定・徴収を行うため、違約金の

算定方式について、引き続き検討を行う。 

 

（エ）海外製造メーカーとの直接契約の推進 

① 現状 

防衛省においては、随意契約の見直しを行い、現在、一般輸入調達に

おいては、原則として一般競争入札方式に移行してきているところであ

る。このため、調達手続において、商社の介在を前提としているもので

はなく、海外製造メーカーが直接参加することも現行制度上十分可能で

ある。しかしながら、現状においては、海外製造メーカーの代理権を有

する商社が応札するケースが大半を占めており、海外製造メーカーとの

直接契約の可能性を拡げ、調達形態についてコストを比較しつつ最適な

方法を選択できるようになることが望ましいものと考えられる。 

 

② 海外製造メーカーへのヒアリングの実施等 

以上のような状況を踏まえ、防衛省としては、まず海外製造メーカー

の日本法人から、直接契約の可能性、参入上の障害の有無等についてヒ

アリングを実施した（平成20年1月 海外製造メーカー日本法人等7社）。

その結果、商社（代理店）を介する方が、我が国の会計法令、商習慣に

適した販売活動等が容易であり、かつ、コスト面でも有利であるため、

防衛省と直接契約を行うメリットは見当たらないとの意見がある一方で、

商社を介さない直接取引に意欲を示す企業もあった。また、現状よりも

参入を容易にする観点から、英語環境の整備、前金払いや瑕疵担保期間

等会計法令や商習慣の相違に起因する課題も指摘されたところである。 

また、上記ヒアリングと併行して、直接契約の方法について、日本の

民間企業や外国の例について調査を行った（図３、４参照）。 

 

- 93 -



③ 直接契約のための環境の整備 

このような海外製造メーカー日本法人等に対するヒアリング等の結果

を踏まえ、今後、海外製造メーカーの参入を容易にする環境整備を継続

的に行っていくこととする。当面、英語による入札参加への案内、入札

心得の英語版の作成や海外製造メーカー等への説明会の実施などを進め

る。また、参入上の課題とされる前金払い、瑕疵担保期間については、

必要に応じ、前者は予算上の措置を行うこととし、後者は保険の活用を

図る。さらに、直接契約を円滑に推進するため、組織改編（輸入調達事

務専担部署の新設：既出）、人材の育成・確保を図るとともに、商社経験

者等部外専門家の活用を図ることとする。 

 

④ 直接契約の各種形態の検討 

防衛省が海外製造メーカーとの直接契約を今後行う場合において、効

率性の観点から、直接契約に伴い必要となる事務の一部をアウトソーシ

ングすることも含め、直接契約方式の各種形態についてトータルコスト

比較等を行うこととし、平成 20 年度に「一般輸入の直接契約方式等に係

るコストベネフィット分析等に関する調査」を行うことを予定している。 

図３ 日本企業Ａ社の輸入調達の仕組み

海外メーカー 日本企業Ａ社
（輸入者）

日本商社
（代理権あり） 情報収集・提供

情報提供・販売支援

米国 日本

売買契約
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図４ 英国防省の輸入調達の仕組み

英国防省

国防装備・支援庁

英製造メーカー

コンサルタント企業等

外国製造メーカー（主にＮＡＴＯ）

※ 契約については、コンサルタント企業は介在しない。

○ 一般的な輸入調達のスキーム図

契約は直接

契約は直接

※ 外国製造メーカーからの売り込みは、必要に応じ
コンサルタント企業を通じて行う。英国には我が国の
総合商社のような包括的なサービスを提供するもの
はなく、サービス分野ごとに必要に応じて各種企業
が介在するとされる。

 

（オ）調達職員の人材育成等の強化 

複雑化する装備品の調達事務に対応するためには、調達関係職員の恒

常的なレベルアップを図ることが不可欠である。また、公正性・透明性

の確保の徹底のため、職員のコンプライアンス意識の強化を継続的に進

める必要がある。このため、従来の装備施設本部の研修システムについ

て専門性に特に配意しつつ全般的に見直すとともに、平成 20 年 6 月から

調達に係るコンプライアンス研修を導入することとする。 

更に、輸入調達に関しては、今後、海外製造メーカーと直接契約を進

めていく上での必要な専門知識、輸入調達専門官として必要な語学を含

む専門知識についての教育プログラムを策定し、所要の教育を施すこと

とする。 

 
２．装備品等のライフサイクルコスト管理の強化 

（１）現状の課題 

装備品は、相当の期間と費用をかけて、構想から開発を経て量産され、

量産後は、長期間使用されるのが通例である。装備品の価格の高低は量産

単価で比較される場合が多いが、装備品の構想、開発、量産、運用（維持・

修理・改修を含む）、廃棄に至るライフサイクル全体に要するコスト（ライ

フサイクルコスト：Life Cycle Cost）を適切に管理していくことで、開発

や量産への着手等の結節点において、費用（LCC）対効果の判断を踏まえた
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意思決定が可能になるとともに、コスト面に係る説明責任を強化すること

が可能となる（図５参照）。 

これまでＬＣＣについて、個別装備品毎に部分的な見積が行われてきた

が、全省的な体制、統一的な算定基準等を早急に整備し、管理していく必

要がある。 

図５ ＬＣＣ活用のメリット

累
積
コ
ス
ト

（年数）

改修案AのLCC

基準LCC

改修案BのLCC

ある装備品の維持・整備コストを抑制するため、改
修を行うか、そのまま使用するのかの判断が必要
となった。改修については、初度経費のかかる改
修案Aと初度経費の少ない改修案Bの２つが候補

となった。

LCCを活用することで、ライフサイクル全体の視点
に立った総合的な判断ができ、改修案Aを選択す

ることができる。

 
（２）今後の取組 

（ア）体制整備 

  ① ＬＣＣ管理については、平成 20 年 3 月末に、次の事項を主な内容とす

る管理手続等を策定する。 

・ 装備品取得(開発、量産着手)に係る意思決定時にＬＣＣ見積を審議

対象とし、意思決定の資とする。 

・ 毎年度、ＬＣＣの追跡（見積値の実績値による更新）を行うことで、

事後検証を行うこととし、この結果などを年次報告として防衛大臣に

報告するとともに、全省的に共有する。 

   ・ ＬＣＣ管理の全省的な取組を推進するため、諸外国等で活用されて

いるＩＰＴ（注）の手法を参考にし、組織横断的な枠組として、連絡調整

会議（仮称）を設置する。なお、ＬＣＣ管理状況、特にＬＣＣ見積に

特に重大な差異が生じた場合には、部外有識者で構成される防衛調達

審議会に報告する。 

   ・ さらに、連絡調整会議における参加機関の担当職員からなる作業チ

ームを設ける。 

（注）ＩＰＴ：Integrated Project Team。ある事業における特定の問題解決を効

率的に図るため、関係する部門や利害関係者の間の情報共有と意見調整を図る

組織横断型の合議体（チーム）。欧米諸国における防衛装備品の取得業務や、

民間企業のプラント建設や情報システム開発などの業務においても、この手法

が用いられている。 
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② ＬＣＣに係る情報を一元的に収集・整理・蓄積し、ＬＣＣの追跡、分析、

検証等を行う専門組織（コスト管理部署）を装備施設本部に整備するこ

ととし、平成 21 年度概算要求を行う。 

 

（イ）統一的なＬＣＣの算定方法等の確立 

これまで、当省におけるＬＣＣ見積は、各機関毎に独自に行われてき

ており、斉一性に欠けているため、ＬＣＣの統一的な算定方法等の早急

な確立が必要であることから、装備品のカテゴリー別に統一的なコスト

構造を定め、これに基づき見積りを行う算定要領を平成 20 年 3 月末に整

備する（図６参照）。  

図６ 航空機のコスト構造（イメージ）

LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3
項目名 項目名 項目名

初度補用品
補用エンジン
補用搭載装備品
機体維持部品

…
機体修理(定期修理）

…
整備費
修理費
部品枯渇対策

…
航空機整備用器材

…
弾薬等 弾薬等
支援器材 地上支援器材

施設整備
施設維持改修

…
訓練用器材
教育訓練設備

…
航空機燃料
オイル
保守委託費等

…
航空機 航空機廃棄
施設 施設解体

技術支援費

部隊整備・修理

燃料費等

改修

廃棄段階

運用・維持

施設

整備用器材

教育・訓練

補用品

整備・修理

LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3
項目名 項目名 項目名

調査検討
直調／開発の選定
機種選定
研究試作（試作品費）
開発試験費
その他（運搬費等）
試作品費
直接調達品
開発試験費
その他（運搬費等）
雑運営費
航空機修理費
弾薬購入費
参考器材購入費

…
試験施設整備
試験施設維持改修

…
機体
エンジン
搭載装備品
初回試験

航空機量産段階

技術試験

構想段階

構想検討

技術研究

開発段階
実用試験

試験設備

試作

 

 

（ウ）ＬＣＣ管理の試行 

平成 20 年 3 月末から、主要な装備品を対象にＬＣＣ管理の試行に着手

する。その上で、対象とする主要な装備品は漸次拡大していくこととす

る。このような試行を通じて、必要に応じて制度の見直し等を進め、平

成 21 年度から本格実施の予定である。 

 

（エ）人材育成 

ＬＣＣ管理は、契約や原価計算に係る知識の他、装備品に係る知識や

リスク・マネージメント等のプロジェクト・マネージメントに係る広範

な知識・能力が必要である。このような知識・能力を培っていくために

は、単に教育研修のみを実施するだけでは十分ではなく、ＬＣＣ管理に

ついて統一的かつ計画的な専門教育体系を整備し、関連知識やノウハウ

の蓄積を図っていく必要がある。 
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ＬＣＣ管理に係る知見を全省的に浸透させるため、平成 19 年度に、ト

ヨタ自動車㈱を始めとする民間企業のコスト管理手法等の説明会等を実

施した。 

平成 20 年度に、部外有識者の知見を活用して、研修体制を装備施設本

部に整備し、平成 21 年度より、ＬＣＣ管理に関する本格的な研修を開始

するとともに、一定のＬＣＣ関連ポストにつく者に研修受講を義務づけ

るなどの措置をとることとしている。 

 

３．コスト抑制のための達成目標の設定 

（１）数値目標の設定 

中期防衛力整備計画（平成 17 年度～平成 21 年度）においては、「調達価

格の抑制を含む装備品等のライフサイクルコストの抑制に向け、具体的な

達成目標を設定しつつ、取組を一層強化する」とされている。これを受け、

各種の効率化施策により達成すべき経費抑制の数値目標を初めて設定した。 

具体的には、装備品関連事業（研究開発、量産及び維持・修理等の装備

品のライフサイクルにわたる事業）を対象に、維持整備方法の見直し（整

備項目・間隔の見直し等）、部品・器材の転活用、民生品・民生技術の活用、

一括調達等（まとめ買い）、複数年度契約への移行、仕様の一部共有化・共

通化、仕様の見直し等の各種の効率化施策により、18 年度と比較して、中

期防衛力整備計画最終年度の 21 年度までに 9％、５年以内（23 年度まで）

に 15％のコスト縮減（注）を達成することを目標とした（現中期防期間末に実

現可能性を検証）。 
（注）コスト縮減率＝コスト縮減額／（装備品関連経費＋コスト縮減額） 

コスト縮減額＝当初所要（効率化施策を実施する前の理論値）－実際の積算額 
 

（２）今後の取組 

この数値目標の達成のため、具体的な施策を着実に実施していく。特に、

陸海空自衛隊間の一括調達や短期集中的な調達は、コスト縮減のための有

効な施策であり、既存の陸・海・空の枠組に捉われることなく、積極的に

これを推進していく。また、必要に応じて、効率化施策（企業に効率化努

力のインセンティブを与え得る施策を含む）を追加していく。 
こうした取組により経費抑制を進める一方、新たなニーズに対応するた

めの装備品取得に係る経費等を確保し、全体として効果的かつ効率的な装

備品取得を推進する。 
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４．インセンティブ契約の拡充 

（１）現状の課題 

防衛省が契約時に行う原価計算においては、契約別の工数等に関する資

料が十分に得られないなどの場合に、契約の履行に基づく実績額の監査を

行った後に支払代金を確定する契約方法をとることが少なくない。この場

合、企業の契約履行過程における効率化努力によりコストダウンしても、

減額変更されるためコストダウンの成果が企業側に還元されず、さらに、

次回契約以後の契約額、利益額の減少となるため、企業側にコストダウン

に取り組む意欲が生じにくい。他方、費用超過であっても契約額は増えな

いことから企業の不満も大きい。 
インセンティブ契約制度は、企業に対し、利益の増大を動機付けとして

コストダウン活動に積極的に取り組ませ、装備品の調達価格低減を図ろう

とするものである。企業のコストダウン活動は、生産性の向上、低コスト

体質の強化・促進にも資するものであり、ひいては防衛生産技術基盤の強

化にも繋がるものと考えられる。欧米諸国では、発生コストを補償した上

でコストダウン等が実現した場合に利益を追加的に付与するコスト補償型

契約や企業の自助努力を期待する確定契約を活用している。 
防衛省においても、平成 11 年に減価提案制度を導入し、平成 14 年に制

度を拡充してインセンティブ契約制度として改正し運用している。しかし

ながら、これまでの約９年間で２件の適用にとどまっており（注）、調達価格

の低減が達成されたとは言いがたい状況にあり、現行制度を見直し、実効

力ある新たな枠組の構築を目指してきたところである。 
（注）① 現行のインセンティブ契約制度 

・ 企業の有する技術または製造ノウハウを活用し、価格の低減が達成で

きるもの 
・ 技術提案料として、５年間、低減額の１／２相当額を付与 
・ 技術提案を外部委員会の意見も踏まえ、確認試験等を行い審査 

② 現行のインセンティブ契約制度がほとんど活用されなかった理由として、

企業より、要件が技術提案に限定され日々の企業努力を反映することが困

難、技術の適用は量産段階からでは困難、審査手続きが煩雑で基準が不明

確、利益の保障や付与方法でメリットが少ないことなどが挙げられている。 
 
（２）今後の取組 

（ア）新たなインセンティブ制度の導入 

① 新たなインセンティブ契約制度としては、提案要件、適用範囲、イン

センティブの大きさ、審査手続きの面から改善を図ることとする（図７

参照）。 
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② 提案要件については、技術提案に限定せず、新たな生産体制や新規設

備の導入など減価が直ちに期待しうるもの、あるいは、生産現場での効

率化活動など減価が段階的に期待しうるものなど、多様なコスト低減努

力を対象とする。 
③ 適用範囲としては、ライフサイクルを通じたコストダウンが実現しう

るよう制度を構築する。量産段階のような反復継続契約では企業の効率

化計画に沿って早期の確定契約化を行うこととし、研究開発や量産初期

のようなリスクの高い段階の契約では企業の創意工夫によるコストダウ

ンにインセンティブを付与することとし、量産移行時に適用可能な技術

や製造ノウハウを確立した場合には、現行の技術提案制度を適用し量産

初期段階からコストダウンが実現しうるようにする。 
④ インセンティブの大きさについては、より魅力あるものにするため、5
年間の期間内での各年度のインセンティブ比率を柔軟化する等の工夫を

行う。 
⑤ 審査手続きについて、防衛省側の各部局による重複的な審査の排除、

生産現場における審査・確認、書類審査の充実等、手続きを簡素化する

とともに、要領を定めて手続きの明確化を行うこととする。 
⑥ 新たなインセンティブ契約制度を導入するに当たり、インセンティブ契

約の企業提案の適正性を検証することが必要であり、原価構造に関する

官民の情報共有を行うための統一的な基準を策定していくこととする。

開発、量産初期段階での製造工程やコストを管理するための仕組みや量

産段階での企業のコストダウン計画を審査するため原価計算の精緻化

を行うためのガイドラインを逐次整備していくこととする。 
図７ 新たなインセンティブ制度のイメージ（例）

技術提案のみならず、企業が段階的にコスト低減努力を行い、目標とする提案価格の達成が期
待しうる場合にも、インセンティブを付与する新たな制度を確立する。

前年度

当初実績

５年間で
x%の減価

提案目標

企業の生産
現場での様々
なコスト低減
に向けた計画
を策定したと
き。

現状のインセンティブ契約による低減

１ ３ ４ ５ ６ ７…

契約額

（国側のメリット）

（企業側のメリット）

（国側のメリット）

新たなインセ
ンティブ契約
による低減

（企業側のメリット）

各年度のインセンティブ比率を柔軟化
（期間内での各年度の配分率を工夫）

２
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（イ）今後の予定 

上記の方針に従い、20 年度より新たな制度を導入することとする。新

制度の運用に当たっては、企業側の取り組み状況や防衛調達審議会の意

見も踏まえつつ、フォローアップしていくこととする。 
 

５．民間委託の拡充 

（１）現状の課題 

防衛省においては、従来から業務の効率化のため自衛隊の任務遂行上支

障を生じない範囲で民間委託を実施してきている。また、現在、総人件費

改革への対応として部外への委託の範囲を拡充（陸自において給食業務、

海自において補給・整備業務等、空自において文書管理等補助及び出入門

管理等の拡充に取り組むことを計画）しつつあり、同改革に着実に取り組

んでいるところである。 

他方、今後、装備品の高度化、任務の多様化に対応するためには、個別

業務ごとに部外への委託の検討を行っていく従来型の民間委託だけでは限

界があり、総合取得改革の観点から、トータルコストの把握を含む費用対

効果を分析しつつ、更なる民間委託の拡充のための新たな手法の活用等が

必要である。 

 

（２）今後の取組 

今後の民間委託の拡充への取組としては、上記に加え、民間の資金、経

営能力及び技術力を施設整備等に活用するＰＦＩ（Private Finance 

Initiative）の一層の推進や、民間に自主的な改善・効率化活動を促し、

装備品の可動率向上や長期的なコスト低減を図ることを目的とするＰＢＬ

（Performance Based Logistics）の手法の活用可能性の検討が考えられる。 

 

① ＰＦＩ手法の活用については、これまで年度ごとに事業を選定し、検

討してきたが、今後、より一層の推進を図るため、「規制改革推進のため

の第２次答申」（規制改革会議）を踏まえた取組の中で、平成 20 年中に

防衛施設全体を対象とした民間開放の指針及び中長期的な計画を策定し、

爾後計画に従い、逐次実施することとしている（図８参照）。 
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図８ ＰＦＩ事業で実施した海自呉史料館

 

② ＰＢＬは、装備品の補給・維持に係る業務について、個々に工数に応

じた契約を結ぶのではなく、民間業者が包括的に信頼性や可動率を保証

する契約を結ぶものであり、当該業務の効率化・合理化が大いに期待さ

れるものの、複数年度契約や予算費目の柔軟性が求められるなど、我が

国の契約制度等に馴染まない面も見受けられる。したがって、その実態

を把握するため諸外国の事業ごとの調査研究を行う必要がある。今後、

ＰＢＬの我が国への適用が可能であれば、平成 21 年度以降に制度設計を

行うことを予定している。 

 

６．統合運用の視点に立った装備品取得 

（１）これまでの取組 

自衛隊の装備品については、これまでも、統合運用を前提に、①護衛艦

に陸・空自衛隊のヘリコプターを搭載可能とする等の装備品間の仕様の整

合化、②コスト低減も図りつつ、部品の相互融通等により相互運用性等を

向上するための装備品の共通化、③各自衛隊の指揮システムや業務系シス

テムの統合化等による統合運用基盤の強化、④上記①～③を考慮した研究

開発の推進等の取組を行ってきた。 

 

（２）今後の取組 

統合運用における三自衛隊の役割分担と装備の在り方を踏まえた上で、

類似装備品の仕様共通化や計画的な各自衛隊間の一括調達等によるコスト

低減効果を検証しつつ、救難・衛生、輸送、警戒監視等の分野において、
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統合運用に資する適切な装備品整備について、今後検討を促進する。 

また、統合幕僚監部及び陸上・海上・航空幕僚監部等の関係者により装

備品に関する運用構想、共通化・ファミリー化、統合運用ニーズ等につい

て包括的な検討及び調整を行うため新たに設置する枠組の具体化、統合運

用の視点を踏まえた研究開発事業の評価、研究開発における車両・誘導弾

のファミリー化の検討、各自衛隊間で装備品・部品の在庫情報や仕様書情

報などを共有するシステムの構築（平成２２年度からのシステム運用開始

を目指す）、等を推進する。 

 
７．ＦＭＳの一層の改善 

（１）現状の課題 

ＦＭＳ調達は、米国政府が武器輸出管理法に基づき、武器輸出適格国に

対し装備品等を有償で提供するものであり、価格及び履行時期は米国の見

積りとされ、支払いは前払いとする等の条件が各国共通に適用されている。 

このような基本的な仕組を背景に、装備品等の納入が目標時期より遅れ

る場合や、前払金の精算までに長期間を要する場合がある、価格内訳の開

示が十分でないなどの問題点があり、従来からその改善に向けて種々の取

組を行ってきている。 

 

（２）これまでの取組 

（ア）新精算方式（ＡＣＣＰ）の導入（平成９年） 

ＦＭＳケース（契約）の価格は見積であり、納入完了後、米国が精算

を行って、代金が確定する。一般的に多くの品目が含まれる大型ケース、

米軍や他の多くのＦＭＳ購入国が同時に注文をしているケース等につい

ては、精算に長期間を要する場合がある。 

    新精算方式（Accelerated Case Closure Procedures）は、納入完了後

２年以内を目途にみなし精算をすることにより、早期価格確定、早期ケ

ースクローズ（契約完了）を図る制度であり、我が国は平成９年に参加

した。この結果、納入完了後２年以上経過しているケースで精算が完了

していないものの未精算金額は、最近の５年度間で、平成 14 年度末の約

407 億円から平成 18 年度末の約 204 億円へ大幅に減少した。 

 

（イ）利子付口座の開設（平成 17 年） 

ＦＭＳの支払いは前払いが原則であり、前払い金は、米連邦準備銀行

に入金される。従来、我が国の支払った前払い金は、無利子口座（トラ

ストファンド）に入金されていたが、調整を経て、平成 17 年 3 月に利子
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付口座の開設に至った。その結果、平成 17 年度は約 21 億円、平成 18
年度は約 58 億円の利子を国庫に収納した。 

 

（ウ）価格の透明性の拡大 

ＦＭＳの価格の透明性の拡大を図るため、平成 14 年度及び平成 15 年

度のイージス装置等の見積りについて、コンポーネント（主要構成品）

ごとの価格内訳を入手し、内訳を精査して価格低減を実現した。また、

平成 17 年度より、一部のケースの引合書（契約書の原案）の作成に参加

することにより価格内訳を入手しており、平成 18 年度より、役務ケース

について、工数や旅費を記載した工数旅費データシートの提供を受けて

いる。 
 

（エ）修理物品の早期納入 

装備品等の修理については、基本的に同一物品を修理して返納するこ

ととされているが、平成 15 年から、一部の修理品について、米軍が保有

する同一製品の修理完了物品の返納等を認める方式を採用し、早期納入

が可能となった。 
 
（３）今後の取組 

引き続き納入遅延及び精算遅延の低減、価格内訳の入手拡大等、ＦＭＳ

の各般の制度改善を求めていくこととする。特に、価格内訳の入手につい

ては、現在、役務ケースが大半であるが、今後、物品についても、価格内

訳の入手を拡大する点を中心に取り組んでいく。 

 

８ 技術研究開発の評価の強化等 

（１）現状の課題 

① 防衛省においては、研究開発が効果的・効率的に行われるよう、事業

の各段階（事前・中間・事後・追跡）で評価を実施している。この評価

については、開発経費や量産コストの抑制等総合取得改革の観点からの

評価が必ずしも十分でないことや、政治任用者を含めて省内で評価内容

を共有する時期が必ずしも適切ではなく、予算要求などの意思決定プロ

セスへの反映が十分でないことが課題となっている。 

 

② また、近年、諸外国では装備品の国際共同研究・開発が活発化してお

り、防衛省としても、米国との間で国際共同事業を進めてきているとこ

ろである。国際共同事業が欧州を中心に活発化している背景としては、
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ＮＡＴＯ諸国間の協力の深化や欧州統合の流れとともに、冷戦終結等を

背景とした防衛産業の多国籍化の進行等が挙げられる。国際共同事業に

は、資金分担による開発経費の低減、技術リスクの低減、量産効果によ

る調達経費の低減等の利点がある一方、参加国間での要求性能の調整や

経費・生産分担の交渉が困難であること、他国の計画変更によるリスク

等の問題点がある。 

 

（２）今後の取組 

（ア）研究開発評価体制の確立 

研究開発評価に係る課題に対応するため、平成 20 年度より、防衛大臣

政務官を委員長とする技術評価委員会を設置し、新たに実効性のある効

率的な評価体制を構築する。技術評価委員会では、予算要求を検討して

いる開発事業及び主要研究事業について、予算要求に関する省内検討・

調整の早期の段階において、統合運用の視点も踏まえつつ、個々の事業

で達成しようとしている目標及びその目標を達成するための手段として

適用技術、事業経費、事業期間等が適正かどうかを評価する。開発経費

や量産コストの抑制等総合取得改革の観点を重視して優劣を評価するこ

ととする。技術評価委員会での評価を踏まえ、経費の見直しなど必要な

事業の適正化を行った上で、研究開発の効率化を図ることとする。 

 

（イ）技術交流の推進 

① 効率的・効果的な研究開発に資する国際協力を推進するため、各国

との技術交流をより活性化する。米国との間においては、さらなる交

流の深化（新規研究開発案件の調査、技術者交換計画の活発化等）を

図るとともに、デュアル・ユース技術分野を足掛かりに米国以外の各

国との技術交流（相互比較試験の実施、職員の派遣、情報交換等）を

推進する。また、各国の技術及び研究開発の方向性に関する技術調査

等を実施する。 

 

② また、防衛省として効果的・効率的な研究開発に資する国際協力を

推進するためには、活発化しているこうした国際共同研究・開発に係

る背景や利点・問題点等について、一層検討を深める必要がある。 

 

９．中央調達・地方調達の見直し 

（１）現状の課題 

防衛省では、装備施設本部において主に艦艇、航空機、武器、車両等の
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主要な装備品や各部隊で共通的に使用するものを調達し、各自衛隊やその

他の機関において主に部隊等の任務遂行に密着したものを中心に調達して

おり、前者を中央調達、後者を地方調達と呼んでいる。 
中央調達、地方調達では、その性格から、取扱う品目や手続に相違があ

るが、近年、調達に関する手続等のより一層の透明化、多様な事態や海外

での自衛隊の活動への迅速な対応が求められており、その観点から、中央

調達、地方調達に関する手続等の見直しを行う必要がある。 
 

（２）今後の取組 

（ア）調達の透明性の一層の向上 

  ① 地方調達に係る第三者監視の実施 

装備品等の調達に関する第三者監視機関として、本省に防衛調達審議

会が設置されているが、昨年 11 月、公共調達の適正化に関する関係省庁

連絡会議において、本省のみならず、相応の発注規模の地方支分部局に

も第三者監視機関を原則として設置することとされた。これを受け、従

前、地方防衛局の発注する建設工事について契約の監視を行っていた各

地方防衛局に設置している入札監視委員会（部外有識者で構成される第

三者監視機関）を見直し、全ての契約の監視を行うこととした。 
 
② 高額な随意契約の大臣承認等 

平成 20 年度から、地方調達においても、業務の効率に配意しつつ、現

行の中央調達と同じ基準（主要な装備品は 1.5 億円以上）で、高額な随

意契約に関する大臣の承認を得ることとする。 
 

③ 調達に関するデータの一元管理 

地方調達を含めて調達に関するデータを一元的に管理する体制を整備

することとし、平成 21 年度予算要求を行う（平成 20 年度からマニュア

ルで実施し、21 年度にシステム設計、22 年度予算要求によりシステムを

整備する）。これにより、調達に関するデータを必要に応じて迅速に取得

できること、調達に関する各種分析が容易となること、同様の調達を検

索し、まとめ買いを行うための検討の資を得ることが容易となること等、

調達の透明性向上、効率化に大きな効果が期待できる。 
 
（イ）多様な事態や海外での自衛隊の活動への迅速な対応 

部隊運用上の要求への即応性及び柔軟性を確保するため、緊急の必要

がある場合に地方調達とすることができる基準に、現行の災害派遣等の

 

- 106 -



他、緊急の海外派遣、緊急の故障修理、緊急性の高い安全対策を平成 20
年度に追加する。 

 

10．装備品選定についての計画段階・調達段階の業務分担の在り方 

（１）現状の課題 

現状においては、装備品の選定・調達について、その種類、取得形態に

よって、防衛政策局と経理装備局との業務分担が異なっており、それに伴

って、対外説明、価格低減、競争性拡大等に関する責任にも差異がある。

また、装備品選定等について、意思決定の透明性をより高くする必要があ

る。他方で、装備品選定については、付加的な機能・性能の評価等といっ

た細部事項に、相当の労力が費やされる面がある。 

 

（２）今後の取組 

① 個別の装備品選定・取得における責任を明確にし、その透明性を向上

させるとの観点から、装備品選定手続の競争性、透明性及び効率性向上

のための方策について具体的に検討する。検討に際しては、防衛政策局、

経理装備局、各幕僚監部、技術研究本部、装備施設本部から人員を選出

し、組織横断的な作業チームを設置する（作業チームは、関係者の連携

強化を目的とするものであり、意思決定が必要な際には、作業結果を適

宜大臣等の幹部や関係部局に報告し、判断を仰ぐ）。 

 

② より透明で効率的な装備品選定手続を具体的に検討の上、機能・性能

や選定手続についての検討が今後本格化する次期救難ヘリコプター（Ｕ

Ｈ－Ｘ、海自・空自の救難ヘリコプター（ＵＨ－６０Ｊ）の後継機）又

はその他の適当な装備品について、防衛政策局が必要な機能・性能の検

討、経理装備局が機種・取得方式の検討等を担当する形で、業務分担に

関する試行を実施する。この際にも、組織横断的な作業チームを設置す

る。 

 

③ 以上の措置等と並行して、航空機の機種選定について、参加者募集の

公示等の制度化、選定理由の説明内容の拡充等の手続の見直しを図り、

さらには競争入札方式の適用拡大を検討する。 

 

④ 個別装備品についての試行等の状況、航空機の機種選定についての検

討の状況等を踏まえて、爾後の計画段階・調達段階の業務分担の在り方

及び透明性の高い、かつ合理的な装備品選定手続の在り方について検討
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する。 

 

Ⅳ 終わりに 

改革のための施策の推進については、施策の立案もさることながら、その

着実な実施への道筋を明確にすることが極めて重要である。 

このため、総合取得改革推進プロジェクトチームにおける検討においては、

迅速かつ具体的な施策の実施に特に留意してきたところであり、各施策の分

野ごとに極力、実施のためのスケジュールについて具体的に記述している。 

今後、このようなスケジュールを踏まえ、予算措置を伴うものや、段階を

追った施策の実施等が不可欠なものもあることから、主要結節毎に施策の進

捗状況等について必要なレビューを行うこととする。このような取り組みに

より、本プロジェクトチームの報告内容の実現を通じて、後戻りや足踏みの

ない総合取得改革の推進に努めていくこととしている。 
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